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はじめに 

 
令和３年（2021年）１月以降、総務省職員と東北新社グループ及びＮＴＴグループの幹部との

間で行われた国家公務員倫理法に抵触する会食等が発覚し、それらにより行政がゆがめられたの

ではないかとの疑念を持たれる状況となった。 

 

情報通信行政検証委員会は、こうした疑念について客観的かつ公正に検証することを目的に、

令和３年（2021年）３月16日に設置され、まずは平成29年（2017年）１月に行われた株式会社

東北新社に係る衛星基幹放送事業者の認定及び同年 10 月に行われた株式会社東北新社メディア

サービスによる衛星基幹放送事業者の地位の承継の認可を中心に検証を行い、令和３年（2021年）

６月４日に第一次報告書を公表した。 

 

当委員会では、それに引き続いてさらに、これまでに明らかになった東北新社グループとの会

食の時期と重なる時期に行われた同グループに関係する衛星放送行政や、ＮＴＴグループとの会

食の時期と重なる時期に行われた同グループに関係する移動体通信行政等について、会食によっ

て行政がゆがめられたのではないかとの疑念について幅広く検証を行うとともに、それらの結果

を踏まえて、情報通信行政に対する国民の信頼の回復についても検討を行った。 

 

本報告書は、当委員会におけるこれらの検証・検討の結果を取りまとめたものである。 
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第１部 情報通信行政検証委員会の検証活動 

 

１ 当委員会の検証対象 

    

当委員会では、総務省職員と東北新社グループ又はＮＴＴグループとの間の会食等により

行政がゆがめられたのではないかとの疑念について検証するため、 

① 東北新社グループについては、把握されている会食等が平成27年（2015年）11月以降の

ものであったことから、同年夏以降に行われた衛星放送行政で東北新社グループに関連す

るものについて精査を行い、その当時の法令や政策の動向に沿っていなかった、あるいは、

政策の転換があった可能性があると考えられるものとして、 

 ・ 放送法（昭和25年法律第132号）に定める外資規制に違反する状態であったにもかか

わらず、平成29年（2017年）１月に行われた株式会社東北新社（以下、単に「東北新社」

という。）に係る衛星基幹放送事業者1の認定及び同年 10 月に行われたその事業者の地位

の株式会社東北新社メディアサービスへの承継の認可の件2 

・ 番組のＨＤ化を推進していた時期にＳＤ番組として認定された平成30年（2018年）５

月の囲碁・将棋チャンネルの件 

・ 右旋は２Ｋ放送という既存方針に対して、第２期報告書案でＢＳ右旋空き帯域の４Ｋ割

当て等を提言した衛星放送の未来像に関するワーキンググループ（以下「未来像ＷＧ」と

いう。）の件 

を対象とすることとした。 

② また、ＮＴＴグループについては、把握されている会食等が、平成28年（2016年）７月

以降のものであったことから、同年春以降に行われた移動体通信行政等で、ＮＴＴグループ

に関連するものについて精査を行い、同グループの個別の活動について行政指導等が行わ

れた、あるいは、政策の転換があった可能性があると考えられるものとして、 

・ 携帯電話料金の規制改革を進める中での料金の低廉化の件 

・ ＮＴＴ分割後のＮＴＴグループの再編となる平成30年（2018年）11月のＮＴＴ株式会

社（中間持株会社）の設立及び令和２年（2020年）12月の株式会社ＮＴＴドコモ（以下、

単に「ＮＴＴドコモ」という。）の完全子会社化（完全子会社化と携帯電話料金の低廉化

との関係を含む。）の件 

を対象とすることとした。 

また、これらの検証結果を踏まえ、情報通信行政に対する国民の信頼の回復について、検

討を行うこととした。 

 

                                                       
1 放送法第２条第２号及び第 13 号参照 
2 当委員会の「検証結果報告書（第⼀次）」（令和３年（2021 年）６⽉４⽇）で検証結果を報告済み 
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２ 委員会の体制等 

 

(1) 当委員会は、以下のとおり、全て民間の外部有識者で構成されている。＜参考１＞ 

    委員会 委員 ５人 

鹿喰 善明   明治大学総合数理学部専任教授 

原田 久         立教大学法学部教授 

横田 響子   株式会社コラボラボ代表取締役 

吉野 弦太（座長）      弁護士（のぞみ総合法律事務所パートナー） 

若林 亜理砂3       駒澤大学大学院法曹養成研究科教授 

 

(2) 資料の収集、保全、分析を機動的に行うため、当委員会の下に事務局職員を配置することと

したが、その手続や分析の適正を確保するため、事務局職員は全て以下の弁護士（以下「補助

弁護士」という。）で構成した。 

    補助弁護士 ４人 

    浦田 理有 中央銀座法律事務所 

    加藤 剛志 加藤剛志法律事務所 

    川見 未華 樫の木総合法律事務所 

    馬場 亨二 馬場亨二法律事務所（総務省大臣官房秘書課監察室長を委嘱） 

 

(3) 当委員会が直接、又は補助弁護士を介して資料の徴求や基礎的事項の整理等を指示する総

務省職員も総務省大臣官房職員（以下「補助職員」という。）18人に限定した4。なお、補助職

員は全員、情報通信行政を担当する部局への在籍経験を有さない者を選定した。 

 

(4) 上記のような体制の下、収集した資料は、当委員会の委員、補助弁護士及び補助職員のみが

閲覧できる環境で管理するものとした。また、当委員会の委員、補助弁護士及び補助職員は、

検証活動の過程で知り得た秘密について、委員会終了等によりその身分を失った後も含め、正

当な理由なく外部に公開し、又は漏らさないものとした。＜参考２＞ 

 

３ 委員会の具体的な活動状況 

 

(1) 当委員会は、行政プロセスは本来的に透明性や公平性が確保されるべきものであるから、

その説明責任は総務省にあり、行政文書に当たると否とを問わず決裁過程の文書・メール等は

                                                       
3 令和３年（2021 年）６⽉４⽇から、検証活動に参加 
4 ⼈事異動の関係で、⼀部の期間のみ携わった者を含む。 
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関係部門等から幅広く提出してもらい、客観的資料に基づいて、行政プロセスの透明性・公平

性が確保されていたかを厳しく検証すべきとの基本方針に立って、令和３年（2021 年）３月

の発足以来、５回（計９時間）の委員会、18回（計38時間）の委員打合せを行った5。 

  補助弁護士は、これらの委員会、委員打合せに出席するとともに、補助弁護士による検証補

助作業を７回（計11時間）実施した6。＜参考３＞ 

 

(2) 検証作業に当たっては、総務省関係部局に対し、資料提出依頼や照会を随時行った。これに

より、総務省関係部局からは、文書で約20冊・1.2万枚、電子ファイルで約22.3万ファイル

（約170ギガバイト）の資料の提出を受けた。また、東北新社グループやＮＴＴグループにと

どまらず、他の関係事業者や関係団体等に対しても、資料提出依頼や照会を随時行い、電子フ

ァイルで約290ファイル（約160メガバイト）の資料の提出を受けた。 

また、当委員会が直接聴取する形で、総務省職員及び関係事業者に対して、15 日間でのべ

30 人、計40 時間のヒアリングを行うとともに、８人、６事業者・団体に対してのべ21 回の

書面調査を行ったほか、総務省外に情報提供窓口を設置し、情報提供を呼びかけた。＜参考３、

参考４、参考５＞ 

さらに、情報通信行政に対する国民の信頼の回復に関する検討に資するため、総務省内で若

手職員を中心に編成された情報通信行政若手改革提案チーム7との間で、意見交換も行った。 

 

(3) このほか、総務省大臣官房秘書課が令和３年（2021年）２月、同年３月、同年６月に公表

した、国家公務員倫理法（平成11 年法律第129 号）第 23 条第３項の規定に基づく任命権者

による調査の結果に関連する資料を活用するとともに、同課が同年８月に情報通信部門に勤

務する職員に対して実施した「組織風土や仕事の進め方に関するアンケート」（以下「秘書課

アンケート」という。）の結果8も活用した。＜参考６＞ 

 

４ 本報告書の構成と骨子 

 

(1) 本報告書については、４部構成とし、第１部には当委員会の検証活動の概要を、第２部には

                                                       
5 メールによるものを除く。 
6 メールによるものを除く。 
7 情報通信⾏政若⼿改⾰提案チームは、総務省職員⾃らが、所属や所管業務の枠を超えて情報通信⾏政の課題に
向き合い、今後のあるべき情報通信⾏政の⽅向性及びより良い情報通信⾏政の実現のために必要となる改⾰につ
いて議論・提案することを⽬的として、令和３年（2021 年）７⽉に設置されたもの。メンバーは総務省職員から
の公募を通じて構成され、課室⻑級、課⻑補佐級、係⻑級、係員級の職員計 45 名が参加 
8 総務省⼤⾂官房秘書課が、情報通信⾏政の改善に資するため、総務省本省の情報通信部⾨に勤務する職員に対
し、組織⾵⼟や仕事の進め⽅に関する意識を把握することを⽬的に、「組織⾵⼟や仕事の進め⽅に関するアンケー
ト」として、令和３年（2021 年）８⽉ 11 ⽇から同⽉ 23 ⽇までの間、総務省イントラネット経由で実施したもの
（回収数 280 件） 
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東北新社グループ関係の論点に関する事実認定と当委員会の評価を、第３部にはＮＴＴグル

ープ関係の論点に関する事実認定と当委員会の評価を、第４部には情報通信行政に対する国

民の信頼の回復についての提案を盛り込んでいる。 

なお、巻末には、本報告書で活用した主な資料を掲載している。 

 

(2) 本報告書の骨子は、以下のとおりである。 

① 総務省は、平成29年（2017年）１月、東北新社が外資規制に違反しているにもかかわら

ず、ＢＳ左旋４Ｋ放送を認定したが、これは、審査方法等に問題があったために外資規制違

反を見逃したものであり、審査書類の様式等の改善が急務であるが、意図的に行政をゆがめ

たとは言えない。その後、総務省は、同年８月頃、東北新社の外資規制違反を認識していた

にもかかわらず、当該ＢＳ左旋４Ｋ放送を取り消さないで、むしろ同社子会社による事業承

継を追認した可能性が高く、この点では、行政をゆがめたとの指摘は免れない。 

囲碁・将棋チャンネルの６スロットＳＤ化の認定については、法令や従前からの政策動向

に照らしても、また、スロット数が唯一少なかった同番組を他のＳＤ番組並みとしたもので、

不自然な点は見当たらない。未来像ＷＧの第２期報告書における政策転換についても、ＢＳ

右旋における想定外の空き帯域の発生等の事情に照らすと、不自然とは言えない。 

これらの総務省の対応に、東北新社との会食が影響したことは確認できないが、それらの

会食の多くは、同社が総務省との間で相談しやすい関係を作るための人脈作りと考えるべき

ものであり、それに抵抗感なく参加し、国民や他の事業者の信頼を蔑ろにした総務省の職員

の問題は、単なる法令遵守意識にとどまらない国家公務員としての職業倫理意識（コンプラ

イアンス意識）の欠如として深刻に受け止めるべきである。 

 

② ＮＴＴドコモの携帯電話料金の低廉化については、ガイドラインの立案、運用、ＮＴＴド

コモからの相談の対応等で、総務省が同社に配慮等を行うといった不自然な運用は見当た

らない。 

中間持株会社であるＮＴＴ株式会社の設立に関するＮＴＴグループからの相談に対する

総務省の対応についても、法の趣旨やＮＴＴグループの再編成の趣旨に反する等の問題や不

自然な対応等は認められない。 

ＮＴＴドコモの完全子会社化については、これを妨げるようなＮＴＴ法等による直接的な

規律がないとする総務省の判断は、法の規定そのものを見る限りでは妥当である。同法等の

趣旨あるいは公正競争確保の観点から適切かについては議論の余地があるものの、完全子会

社化後速やかに、ＮＴＴグループに対する、公正競争を確保するための新たな行為規制等を

「公正競争確保の在り方に関する検討会議」で検討するなどしており、総務省の対応に問題

があったとは言えない。ただ、総務省の判断の妥当性は、同グループに対する新たな行為規

制が機能することが前提となることから、総務省には、今後、新たな規制の機能状況の実効

ある検証を求める。また、ＮＴＴドコモの完全子会社化の議論が確認できる以前から、ＮＴ
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Ｔドコモは携帯電話料金の低廉化を実施しており、完全子会社化の議論と携帯電話料金の低

廉化が関係しているという事実も確認できない。 

これらの総務省の対応に、ＮＴＴグループとの会食が影響したことは確認できないが、そ

れらの会食の多くは、同グループが、総務省の人事異動を機に顔合せを行い、以後の業務を

円滑に進めるためのものと考えるべきであり、国民や他の事業者の目を忘れて、こういった

誘いに軽々に乗った総務省の職員の問題は、単なる法令の知識や意識の欠如で済ませるべき

話ではない。 

 

③ 今回の事案は、単なる法令遵守意識の問題や法令知識の問題に矮小化したり、特定の意識

の低い者による問題であるとして終わらせたりしてはならない。また、総務省は、情報通信

行政において政策と規制を一体的に推進していくことが不可欠であると考えているならば、

一層、国民の信頼確保に意を尽くす必要がある。 

このため、当委員会は、今回の事案に対する総務省の対応が表面的なものとなることを防

ぎ、今後の信頼回復のために実効あるものとなるよう、職員自らの説明責任の自覚、重要な

政策決定等の組織としての適切な記録と透明化、組織のミッションの明確化と風通しのよい

組織風土作り、マネジメント体制の構築と仕事の属人化の排除及び前例踏襲意識の打破の五

つの指針を示す。 

総務省には、これらを基に、一丸となって、どうすれば、信頼回復を図っていくことがで

きるか、そしてどうすればそのための方策を浸透させていくことができるか、自ら模索し、

実行していくとともに、その実施状況について、外部の第三者の目を活用しつつ、国民目線

で評価を行い、その結果を国民に丁寧に示していくことを求める。 
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第２部 東北新社が外資規制に違反する状態で行われた衛星基幹放送事業者の認定及びその地位

の承継の認可、囲碁・将棋チャンネルの認定、衛星放送の未来像に関するワーキンググループ

における議論について＜参考７、参考８＞ 

 

第１ 東北新社が外資規制に違反する状態で行われた衛星基幹放送事業者の認定及びその地位

の承継の認可について 

 

本件については、当委員会の第一次報告書で既に検証結果を報告しているが、その内容の概

要は、以下のとおりである。 

 

・ 平成29年（2017年）１月の衛星基幹放送事業者の認定において、総務省が、東北新社の

外資規制違反を指摘しないままＢＳ左旋帯域における４Ｋ放送事業に係る認定を行ったこ

とは事実である。しかし、これは、その際、東北新社自身が外資規制違反の状態にあること

に気付いておらず、また、総務省も、標準的な審査の運用方法に則って、申請書の記載のみ

で確認したことにより、違反を認識し得なかったためであり、総務省における審査の改善が

急務ではあるが、職員の意図的な行為によって行政がゆがめられたとは認められない。 

 

・ 一方、総務省は、平成29年（2017年）８月頃、東北新社から、同社が放送法の外資規制

違反の状態にあることの報告を受け、これを認識した可能性が高いにもかかわらず、放送法

に基づき上記４Ｋ放送事業の認定について取消しに向けた対応を行わず、むしろ同社の子

会社による当該事業の承継について追認した可能性が高い。この点で、当該行為は、行政を

ゆがめたとの指摘は免れない。 

 

・ これは、当時、総務省が４Ｋ・８Ｋ放送の普及を推進しているにもかかわらず、ＢＳ左旋

帯域において４Ｋ放送事業の認定を受けて事業を行う事業者が少ない中、ＢＳ左旋帯域に

おいて４Ｋ放送を担う同社の外資規制違反に対して、放送法の規定上は直ちに認定を取り

消すこととなる結果に躊躇し9、事業承継を追認することが政策推進のためになるとの自己

正当化の下、放送法に沿った対応をしなかったことによるものであると推測され、このよう

な状況は、深刻に受け止める必要がある。 

 

・ これらの時期における総務省と東北新社との間の会食等に関する資料は、必ずしも十分な

ものではなかったが、これらの会食等があったことによって行政がゆがめられたと認める

に足りる事情は確認できなかった。しかし、それにより、このような時期に行われたこれら

の会食等が正当化される余地は全くなく、国民の行政に対する信頼を著しく損なうもので

                                                       
9 放送法の規定上は、取消しに先⽴って、是正措置を講ずる余地はない。 
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あったことは明らかである。 
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第２ 囲碁・将棋チャンネルの認定について 

 

１ 囲碁・将棋チャンネルの認定に関連する政策の動向等10 
 

(1) 東経110度ＣＳ右旋放送については、平成25年（2013年）６月11日の「放送サービス

の高度化に関する検討会 検討結果取りまとめ」において、周波数の活用方法の再整理に取

り組むことが必要である旨が指摘された。 

 

(2) その後、「４Ｋ・８Ｋロードマップに関するフォローアップ会合」の平成26年（2014年）

９月の第一次中間報告において、東経 110 度ＣＳ右旋放送にはＳＤ番組が半数以上残存し

ており、視聴者のニーズに応える観点から、それらのＨＤ化を早期に進めることが必要であ

る旨が指摘された。また、平成27年（2015年）７月の第二次中間報告においても、引き続

き、ＨＤ化に向けた関係者による一層迅速な取組が必要である旨が指摘された。 

 

(3) 総務省では、これらを受けて検討を進め、平成29年（2017年）６月、 

・ 東経110度ＣＳ右旋放送のＨＤ化を推進するため、公募認定を実施 

・ 東経110度ＣＳ右旋放送の既存のＨＤ番組のスロット数の縮減を図り、その分を既存 

のＳＤ番組の12スロットＨＤ番組化に活用1112 

・ 可能な限りＨＤ化を推進する観点から、既存のＳＤ番組のＨＤ化を優先して認定 

との方針を省内で取りまとめた13。 

また、その際、既存のＳＤ番組のＨＤ化を行っても、効率化によって捻出された空きスロ

ットが残る場合は、新規のＨＤ番組の認定を行い、なお残る場合には、既存の（６スロット

未満の）ＳＤ番組の６スロットＳＤ番組化を行い14、更に残る場合には、新規のＳＤ番組や

                                                       
10 本節は、特に断りのない限り、公表資料を基に記述している。 
11 東経 110 度ＣＳ右旋帯域は逼迫していたため、既存番組の撤退や既存番組に⽤いる帯域（スロット数）の縮減・
返上が⾏われない限り、新規の番組の認定や既存の番組に⽤いる帯域（スロット数）の増加を⾏うことができな
い状況であった。 
12 従前のＨＤ放送は 16 スロット（帯域。16 スロットは、１トランスポンダ（⼈⼯衛星に搭載された電波中継機
器）で使⽤できるスロット（48 スロット）の３分の１）を必要としていたのが、技術の進展により、12 スロット
で放送が可能とされた。 
13 平成 29 年（2017 年）６⽉ 20 ⽇に省幹部に説明した。 
14 6 スロット未満のＳＤ番組の 6 スロット化は、ＳＤ画質のままであるため、解像度（⽔平・垂直の画素数）や
フレームレート（動画で１秒間に表⽰する静⽌画像数）には変化はないが、ビットレート（１秒間に送信するデ
ータ量）が増加し、映像を伝送する際の圧縮に伴う画質劣化を抑えることができるので、画質の向上⽅策の⼀つ
として位置付けられてきた。ただ、スロット数が増える以上、衛星基幹放送事業者が衛星を運営するプラットフ
ォーム事業者に⽀払うインフラ利⽤料⾦は増加する。 
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12スロットを超えるＨＤ番組を認定することとされた。 

  

(4) この方針を受けた東経 110 度ＣＳ右旋放送のＨＤ化等を行うための認定に係る放送法関

係審査基準（平成23年総務省訓令第30号）の改正については、平成29年（2017年）６月

22日から同年７月21日までの間、意見公募手続（パブリック・コメント）が実施され、同

年８月４日に施行された。 

また、当該認定の申請は、同年９月22日から同年10月23日が受付期間とされ、翌年５

月 11 日に、既存ＳＤ番組の 12 スロットＨＤ化及び新規 12 スロットＨＤ番組に係る 11 社

（15番組）、６スロット未満の既存ＳＤ番組の６スロットＳＤ化に係る１社（１番組＝囲碁・

将棋チャンネル）の認定が行われた。 

 

２ 平成30年（2018年）５月の囲碁・将棋チャンネルの認定の経緯と会食概要15 

 
(1) 囲碁・将棋チャンネルは、株式会社囲碁将棋チャンネル16が供給する番組である。同社は、

東経110度ＣＳ右旋放送においては、平成24年（2012 年）２月23日に衛星基幹放送業務

の認定を受け、同年10月１日からＳＤ画質で同番組の放送を開始した。同番組は、当該認

定の際は、16 スロットＨＤ番組の認定を第一希望とし、６スロットＳＤ番組を第二希望と

して申請を行っていたが、審査の結果17、3.2 スロットＳＤ番組として認定されたものであ

る18。＜参考９＞ 

 

(2) 平成28年（2016年）８月頃、総務省は、既存のＨＤ番組のスロット数の縮減を図り、そ

の分を既存のＳＤ番組の12スロットＨＤ番組化に活用することによる、東経110度ＣＳ右

旋放送の画質の向上の検討の一環として（１(2)参照）、当時の総務省の資料において、既存

事業者のＳＤ番組のＨＤ化の要望等を整理している。当該資料上の記録では、株式会社囲碁

将棋チャンネルはＳＤ画質のままでよいという意向であった。＜参考10＞ 

                                                       
15 本節は、公表資料のほか、関係者からのヒアリングや関係各所等からの資料収集等で得られた情報を基に記述
している。 
16 東北新社が 88.6％を出資する連結⼦会社 
17 平成 24 年（2012 年）２⽉の認定は、東経 110 度ＣＳ右旋放送のＨＤ化促進を意図するものではあるが、既存
ＳＤ放送のＨＤ化等のＨＤ番組の認定を⾏ってもまだスロット数が残る場合には、６スロット未満の既存ＳＤ番
組の６スロットＳＤ化、更には、新規のＳＤ番組の認定を⾏うこととされていた。このため、当該審査の際の審
査基準に沿って、①12 スロット以上を返上する社の既存ＳＤ番組の 16 スロットＨＤ化の認定（３番組）、②その
他の 16 スロットＨＤ番組の認定（７番組）、③６スロット未満のＳＤ番組の６スロットＳＤ化の認定（２番組）
を⾏ったところ、9.2 スロット残ったことから、④新規のＳＤ番組の認定において、上位１番組が６スロットＳＤ
番組として認定され、次順位の囲碁・将棋チャンネルが 3.2 スロットＳＤ番組として認定された。 
18 申請者が同意をしている場合には、申請事項と異なる指定が可能（放送法関係審査基準第８条） 
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(3) こうした各事業者の要望等も踏まえ、以後、総務省は、東経110度ＣＳ右旋放送のＨＤ化

等を行うための認定の基準案や東経110度ＣＳ右旋放送の再編案を検討している。 

検討に当たって作成された平成29年（2017年）２月頃当時の総務省の資料では、ＨＤ化

を希望する既存ＳＤ番組のＨＤ化を全て行っても、既存ＨＤ番組のスロット数の縮減の意向

を示した事業者から返上されると想定されるスロット数が 0.8 スロット残ると見込まれた

ため、囲碁・将棋チャンネルを3.2スロットＳＤ番組から４スロットＳＤ番組とする旨が盛

り込まれている19。＜参考11＞ 

また、同年４月頃当時の総務省の資料では、既存ＨＤ番組のスロット数の縮減に同意する

新たな事業者（２事業者）や、ＨＤ化の希望を変更する事業者が出たため、各番組の再編後

のスロット数等の想定の見直し等が行われ、囲碁・将棋チャンネルについては、ＨＤ化を希

望する既存ＳＤ番組のＨＤ化を全て行っても、3.2スロットＳＤ番組から６スロットＳＤ番

組とすることが可能となったことから、株式会社囲碁将棋チャンネルに６スロットＳＤ番組

とすることの可否を打診する必要がある旨の記述が盛り込まれている。＜参考12＞ 

同様に、東経110度ＣＳ右旋放送のＨＤ化等を行うための認定の基準の検討に係る同年５

月末当時の総務省の資料では、認定のそれぞれの段階（１(3)参照）ごとに、当該段階で認

められると想定される番組の名称が記載されているが、その中で、６スロット未満の既存Ｓ

Ｄ番組の６スロットＳＤ番組化の認定の段階に、囲碁・将棋チャンネルが記載されている。

＜参考13＞ 

 

(4) 同じ頃20、総務省は、東経110度ＣＳ右旋放送の高画質化の推進については、一般社団法

人衛星放送協会（以下、単に「衛星放送協会」という。）21から12スロットＨＤ化の推進を

要望する書簡を受けて、正式な検討や手続きを開始する旨の方針を固めた。要望書の具体的

な文面についての同協会との数次の調整の後、平成29年（2017年）６月２日に同協会から

の正式な要望書の提出を受け、事業者の公募・認定の方針を省として正式に決定し、同月22

日からそのための審査基準の意見公募手続を開始した（１(4)参照）。＜参考14＞ 

 

(5) 具体的な認定申請が行われた後、総務省は、申請を行った各事業者との間で、衛星基幹放

送の業務認定申請書等の記載内容等について確認を行っている。株式会社囲碁将棋チャン

                                                       
19 当該時点で、６スロット未満の既存ＳＤ番組は、囲碁・将棋チャンネルを含めて２番組あったが、うち１番組
はＨＤ化を希望しており（また、総務省の再編案の段階から、ＨＤ化するものとして取り扱われており）、ＳＤ番
組のままでよいとするものは、囲碁・将棋チャンネルのみであった。 
20 平成 29 年（2017 年）３⽉頃から 
21 同協会では、少なくとも平成 27 年度（2015 年度）には、既存のＨＤ番組のスロット数の縮減による東経 110
度ＣＳ右旋放送の全体としての⾼画質化の必要性について議論が⾏われ、110 度ＣＳ画質評価会を開催して既存
の16 スロットＨＤ番組を12 スロットＨＤ番組とした場合の画質が検証されるなどの技術的な検討も⾏われてい
たことが確認できる。 
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ネルとの間でも、平成29年（2017年）10月20日の認定申請を受けて、30項目以上の照会

等のやり取りを行っている。 

 

(6) 総務省は、認定に当たっては、周波数の効率化により、各事業者から計186スロット（Ｈ

Ｄ番組の認定（ＨＤ化）や６スロットＳＤ番組の認定（６スロットＳＤ化）が行われること

を条件に廃止する既存のＳＤ番組に係るものを含む。）が返上されたことを踏まえ、14社（21

番組）の申請の審査を行い、 

① 絶対審査において、ＨＤ化に係る１社（１番組）を不適格（外資規制違反）とし、 

② 比較審査において、 

・  既存ＳＤ番組の12スロットＨＤ化の申請があった10社（13番組）は、全て認定（計

156スロット） 

・  指定可能な周波数の残り30スロット（186-156スロット）により、新規12スロット

ＨＤ番組の申請があった３社（３番組）のうち、２社（２番組）を認定（計24スロッ

ト） 

・  指定可能な周波数の残り６スロット（30-24スロット）により、６スロット未満の既

存ＳＤ番組の６スロットＳＤ化の申請のあった１社（１番組＝囲碁・将棋チャンネル）

を認定（計６スロット） 

・  以上で指定可能な周波数が残らなかったことから（６-６=０スロット）、新規ＳＤ番

組に係る申請のあった１社（１番組）は拒否22 

することとした（１(4)参照）。＜参考15＞ 

 

(7) 総務省による調査及び東北新社から提出された資料を踏まえると、囲碁・将棋チャンネル

の認定やそれに係る事前の検討（東経 110 度ＣＳ右旋放送のＨＤ化等を行うための認定に

関する検討を含む。）に近接した平成28年（2016年）７月から平成30年（2018年）５月11

日までの間に、総務省と東北新社との間で開催された会食は17件で、総務省職員のべ18人

の参加が確認された。 

このうち、囲碁・将棋チャンネルの認定の決裁に関与する職員が参加したのは、９件・の

べ 10 人で、個々の職員が参加した回数は各々１～２回であるが、そのいずれについても、

職員による代金支払いの状況は認められず、国家公務員倫理法に違反することが確認されて

いる。＜参考８＞ 

これらの会食に参加した職員は、会食が懇親や異動後の顔合せ等を目的として開催された

ものであり、会食中は一般的な意見交換や自己紹介等が行われただけである、などと主張し

ており、会食において、囲碁・将棋チャンネルの認定が話題になった事実は確認できなかっ

                                                       
22 そのほか、第⼆希望として申請された新規ＳＤ２番組があったが、これらは、第⼀希望であった新規ＨＤ番組
としての認定が得られたことから取り下げられた。 
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た23。 

会食に参加した職員や部下が会食に参加した職員からは、国家公務員倫理法等の内容を十

分理解していなかった、利害関係にはない事業者との会食についての意識が希薄であった、

総務省内部で行われている国家公務員倫理に係る研修を軽視していた、部下が事業者と会食

を行うことはプライベートなことで個人の判断であると考えていたといった説明もあった。 

 

３ 放送法の関連規定等 

 

(1) 衛星基幹放送の業務を行おうとする者は、放送法第93条第１項各号に掲げる要件のいず

れにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 

 

(2) 総務大臣がそのような申請に対する処分を行う場合には、審査基準を定めなければなら

ないことから（行政手続法（平成５年法律第88号）第５条第１項）、放送法関係審査基準が

定められている。また、審査基準を定めようとする場合には、意見公募手続を行わなければ

ならない（行政手続法第39条第１項）。 

 

(3) 衛星基幹放送事業者の認定に係る決裁は、総務副大臣が最終決裁者であり、担当課である

衛星・地域放送課が起案し、情報流通行政局長まで決裁を得た後、大臣官房長、総務審議官、

事務次官、総務大臣政務官、総務副大臣の順に進達し、決裁が終了した後、総務大臣を文書

施行名義人として、認定に係る文書を施行することとされている（総務省行政文書取扱規則

（平成23年４月１日総務省訓令第17号））。 

 

 （4）衛星基幹放送事業者が既に認定を受けて放送している番組について、 

① 少ない伝送容量等で送信が可能なデジタル符号化装置、走査方式及び一の映像の走査

線数等の導入によりその指定された伝送容量等を減少するとき（例えば、16 スロットＨ

Ｄ番組を12スロットＨＤ番組に変更するとき、６スロット以上ＳＤ番組を６スロットＳ

Ｄ番組に変更するとき、12スロット以上ＳＤ番組を12スロットＨＤ番組に変更するとき） 

② ①の場合に、当該認定基幹放送事業者が、減少する伝送容量等の範囲内で、同事業者の

他の衛星基幹放送の業務の放送の音質、画質等の向上のため指定された伝送容量等を増加

するとき（同一トランスポンダ上の同一事業者の番組間で、それらのスロット数の合計数

                                                       
23 東北新社においても、会⾷において認定等の申請⼿続に関する不当な働きかけがなされたかについて調査が⾏
われ、「囲碁将棋チャンネル社については、⽐較審査基準に基づき審査を⾏う経過の中で、指定することができる
周波数が残り６スロットとなり（ＨＤ番組には 12 スロットが必要）、既存ＳＤ番組の⾼画質化に係る申請を優先
する⽐較審査基準に基づき、認定された経緯が認められる。このような経緯において、東北新社グループが認定
に関して不当な働きかけを⾏ったことをうかがわせる事情は認められない。」（東北新社特別調査委員会調査報告
書 P42）とされている。 
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の範囲内で、スロットを融通するとき） 

は、業務の認定申請及び認定によるのではなく、指定事項変更の申請及び指定によることと

されている（放送法第94条第１項及び第97条第３項、放送法施行規則（昭和25年電波監

理委員会規則第10号）第76条第５項、放送法施行規則第76条第５項第４号に定める告示

（平成11年郵政省告示第776号））。 

    

４ 認定事実を踏まえた当委員会の評価 

 

(1) 東経110度ＣＳ右旋放送のＨＤ化等を行うための認定の基準に、６スロット未満の既存

ＳＤ番組の６スロットＳＤ化が含まれていたことについては、 

① ＨＤ番組の認定を行っても、なお残る場合には、既存の６スロット未満のＳＤ番組の

６スロットＳＤ化を認定するというものであり、あくまで基本はＨＤ化等が優先される

ものであること（１(3)参照） 

② 平成24年（2012年）２月の東経110度ＣＳ右旋放送のＨＤ化等を行うための認定の

際の審査基準にも同様の基準が含まれていたこと（脚注17参照） 

から、不自然な点は見当たらない。 

 

(2) 全体で186スロット（ＨＤ番組の認定（ＨＤ化）や６スロットＳＤ番組の認定（６スロ

ットＳＤ化）が行われることを条件に廃止する既存のＳＤ番組に係るものを含む。）の返

上が行われたことについては、 

① 東経110度ＣＳ右旋放送全体のスロット数は、576スロットであること（48スロット

×12トランスポンダ＝576） 

② このうち、既存のＨＤ番組・ＳＤ番組の継続を行うもの、新たな認定を経ることなく

ＨＤ化を行えるものに用いられるスロット数は計390スロットであり、しかも、これら

はいずれも（新たな認定を経たものと同様）12 スロットＨＤ番組又は６スロットＳＤ

番組となっていること24（３(4)参照） 

から、認定に係るスロット数が186スロット（576-390）となったことに、不自然な点は

見当たらない。 

 

(3) 囲碁・将棋チャンネルについて、3.2スロットのままとせず、６スロットＳＤ化を認定

                                                       
24 ①既に 12 スロット以上を使ってＨＤ番組を放送しており、単に伝送容量を引き下げるだけのものに⽤いられ
るのは、21 番組×12 スロット=252 スロット、②既に 6 スロット以上を使ってＳＤ番組を放送しており、単に伝
送容量を引き下げるだけのものに⽤いられるのは、11 番組×６スロット＝66 スロット、③既に 12 スロット以上
を使ってＳＤ番組の放送を⾏っており、それをＨＤ化するものに⽤いられるのは３番組×12 スロット＝36 スロ
ット、④同⼀トランスポンダ上の同⼀事業者の中でスロット数の融通を⾏ってＳＤ番組のＨＤ化をするものに⽤
いられるのは、３番組×12 スロット＝36 スロットであり、計 390 スロットとなる。 
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したことについては、 

①  計186スロットが認定に係るスロット数となる場合、全てを12スロットＨＤ番組の

認定に用いることはできず、少なくとも１番組は６スロットＳＤ番組を認めることとな

ること 

② 平成30年（2018年）の段階で、東経110度ＣＳ右旋放送における６スロット未満の

ＳＤ番組は２番組あるが、そのうち１番組はＨＤ化を希望していた（その後、実際の認

定においてＨＤ化が認められている。）ことから、６スロットＳＤ化の認定申請があっ

た番組は、囲碁・将棋チャンネルのみであったこと（脚注19参照） 

③ 申請内容によっては、囲碁・将棋チャンネルの６スロットＳＤ化の認定を拒否するこ

ともあり得たが、絶対審査において不適とされる項目はなく、比較審査を行う相手もい

なかったこと、（3.2スロットＳＤ番組の認定を取り消すことができる訳ではない以上、）

仮に何らかの理由によって認定を拒否したとしても、他事業者の申請において当該スロ

ットを用いるニーズが示されておらず（他方、囲碁・将棋チャンネルの申請では、画質

の向上を行う旨の利用ニーズが示されていた。）、2.8 スロット分が空きスロットとなる

だけであり、電波を有効利用しないという事態が生じること25 

から、同番組について６スロットＳＤ化を認定したことについても、不自然な点は見当た

らない。 

なお、総務省が株式会社囲碁将棋チャンネルに対して、既存の 3.2 スロットから６ス

ロットに増加することを打診したか否かについては総務省にも同社にも記録が残ってい

ないが、スロット数が増えることに伴い衛星基幹放送事業者が支払うインフラ利用料金

は増加するため、仮に当該打診が行われていたとしても総務省側から東北新社側に便宜

を図ったものとは言えない。 

 

(4) そのほか、法令等に照らして、審査基準の作成や認定についての手続上の問題は見当た

らない（３(1)～(3)参照）。 

 

(5) 囲碁・将棋チャンネルの認定に係る会食等の影響については、 

① 総務省職員と東北新社関係者との会食の場において、囲碁・将棋チャンネルについて

話題になったこと、相談がなされたことを示すものは見当たらなかったこと 

② 囲碁・将棋チャンネルの６スロットＳＤ化の認定のために必要な2.8スロット分の配

分について同番組と競合する他の番組もなく、そもそも東北新社グループとして、総務

省に特段の働きかけを行わなければならない状況ではなかったこと 

から、影響があったとは認められない。  

                                                       
25 当委員会が⾏った当時の担当職員へのヒアリングでは、電波の有効利⽤の観点から、過不⾜なくうまく収まる
ようにしたいと考えていた旨の発⾔があった。なお、空きスロットを作ることは、東経 110 度ＣＳ放送に係る衛
星を運営しているプラットフォーム事業者の収⼊減をもたらすものでもある。 
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第３ 衛星放送の未来像に関するワーキンググループにおける議論について 

 

１ 衛星放送の未来像に関するワーキンググループにおける議論に関連する政策の動向26 

 
(1) ＢＳ右旋については、平成27年（2015年）７月30日の「４Ｋ・８Ｋロードマップに関

するフォローアップ会合」の第二次中間報告で、 

・ 平成28年（2016年）に、ＢＳ右旋帯域において、４Ｋ・８Ｋ試験放送を開始すること 

・ 平成30年（2018年）には、ＢＳ右旋帯域において、試験放送に使用した１トランスポ

ンダを含め、同年時点に割当て可能なトランスポンダによって４Ｋ実用放送を実施する

（ＢＳ右旋帯域の再編により、試験放送分も含めて２トランスポンダの確保を目指す）こ

と 

とされた。また、ＢＳ左旋の早期普及に向けて、トランスポンダ利用料などの負担軽減に係

る配慮などが期待される旨が盛り込まれた。 

 

(2) さらに、平成28年（2016年）４月12日に改正された「基幹放送普及計画」（昭和63年

郵政省告示第660号）においては、ＨＤ放送又はＳＤ放送は右旋、４Ｋ・８Ｋ放送は左旋の

電波の周波数を使用して放送することが基本とされ、ＢＳ右旋帯域で行う４Ｋ実用放送は、

立ち上がり期に４Ｋ・８Ｋ放送の普及促進を図るための措置という位置付けとされた27。 

 

(3) これらを受けて総務省では、ＢＳ右旋帯域で行う４Ｋ実用放送について、平成28年（2016

年）９月 15 日から同年 10 月 17 日にかけて公募28を行ったところ、６社から４Ｋ６番組の

申請があり、うち５番組は、既存の番組について８スロットを縮減・返上する特定申請であ

ったことから、翌年１月24日、審査基準に基づいてこれらを優先的に認定した2930。 

 

(4) その後、平成29年（2017年）11月29日の「規制改革推進に関する第２次答申」におい

                                                       
26 本節は、特に断りのない限り、公表資料を基に記述している。 
27 当時の総務省担当幹部からは、改正された「基幹放送普及計画」において、ＨＤ放送⼜はＳＤ放送は右旋、４
Ｋ・８Ｋ放送は左旋が基本とされたのは、当時ＢＳ右旋帯域が既に逼迫状態にあったのが背景にあるとの説明が
あった。 
28 ＢＳ左旋帯域についても公募を実施 
29 ⽇本放送協会（以下「ＮＨＫ」という。）からの返上を含めて６社から計 48 スロット（１トランスポンダ分）
が返上され、４Ｋ・８Ｋ試験放送の１トランスポンダを含めて計２トランスポンダ（６番組分）が確保されたた
め、５社（５番組）が認定された（もう１番組は、ＮＨＫ）。 
30 特定申請ではなかった１番組は、第⼆希望のＢＳ左旋帯域の４Ｋ番組として認定された。なお、左記のほか、
ＢＳ左旋帯域については、３社（３番組）から４Ｋ番組、ＮＨＫ（１番組）から８Ｋ番組の申請があり、いずれ
も認定された。 
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て、放送用の帯域の更なる有効利用が求められ、同年12月８日に閣議決定された「新しい

経済政策パッケージ」に、放送事業の未来像を見据えて放送用に割り当てられている周波数

の有効活用などにつき検討を行う旨が盛り込まれた。 

これらを踏まえて総務省では、平成30年（2018年）１月30日、「放送を巡る諸課題に関

する検討会」の下に「放送サービスの未来像を見据えた周波数有効活用に関する検討分科会」

を開催し、同年２月８日、その下に、我が国の衛星放送を取り巻く現状と課題を整理すると

ともに、放送の高度化に伴う衛星放送の将来的な在り方等について検討する未来像ＷＧを開

催した（以下、第１回未来像ＷＧから第５回未来像ＷＧまでを「第１期未来像ＷＧ」という。）。 

 

(5) 第１期未来像ＷＧでは、平成30年（2018年）５月18日に報告書案の議論が行われた。

その後、報告書案は、議論を踏まえた修正が行われた上で、「放送サービスの未来像を見据

えた周波数有効活用に関する検討分科会」に報告され、さらに、同年９月28日に公表され

た「放送を巡る諸課題に関する検討会」の第二次取りまとめに反映された。報告書では、 

・ 「基幹放送普及計画」に掲げられている「２Ｋ31放送は右旋、４Ｋ・８Ｋ放送は左旋を

基本」という方針を当面維持することが望ましい、 

・ 右旋帯域については、帯域の有効活用を検証する仕組みを法制度上明確に定めることが

適当であり、利用可能な帯域が生じた場合、公募により速やかに新たな利用方策を決定す

ることが望ましい、 

・ ＢＳ右旋の空き帯域の利用については、まずは既存のＳＤ番組のＨＤ番組への移行を希

望する者を優先し、さらに２Ｋ放送の新規参入によるコンテンツの多様化を優先するこ

とが適当である、 

等とされた。なお、報告書には、ＢＳ左旋、ＢＳ右旋ともに、衛星基幹放送事業者の負担軽

減については盛り込まれていない。＜参考16＞ 

 

(6) 報告書を踏まえて総務省が、ＢＳ右旋帯域への新規参入を含む公募認定のための審査基

準を、平成30年（2018年）12月22日から平成31年（2019年）１月25日までの意見公募

手続を経た上で策定し、同年３月13日から同年５月13日まで公募を行ったところ、ＢＳ右

旋帯域では、既存のＳＤ番組のＨＤ化やＢＳ右旋帯域への新規参入を含め、ＨＤ放送で９社

（９番組）、ＳＤ放送で１社（１番組）32の申請があった。 

総務省は、これを受けて審査を行い、同年11月29日、ＢＳ右旋帯域について、既存ＳＤ

番組のＨＤ化１社（１番組）、ＨＤ番組の新規参入の３社（３番組）の認定を行った。 

 

(7) また、報告書を踏まえ、衛星基幹放送の業務の認定及び認定更新の際の要件に、総務省令

                                                       
31 未来像ＷＧ報告書における「２Ｋ」という⽤語は、ＨＤ放送（フルＨＤ放送を含む。）とＳＤ放送を合わせたも
のとして定義付けがされている。 
32 ＨＤ放送を申請した９社のうち１社が第⼆希望として申請 
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で定める周波数の基準に適合することを追加する放送法の一部改正法が、令和元年（2019年）

６月５日に公布された。これを受けて、例えばＢＳ放送であれば、ＳＤ放送は６スロット、

ＨＤ放送は12スロット、フルＨＤ放送は20スロット等とする周波数使用基準（総務省令）

案が、同年12月14日から令和２年（2020年）１月17日までの意見公募手続等を経て、同

年３月31日に施行された。 

 

(8) しかし、その後、平成30年（2018年）に第１期未来像ＷＧが報告書を取りまとめてから

２年が経過し、衛星放送を取り巻く状況が変化33していたことから、改めて衛星放送の現状

や課題を整理し、必要な対応策について検討するため、令和２年（2020年）４月24日に未

来像ＷＧが再開された（以下、再開された第７回未来像ＷＧから第12回未来像ＷＧを「第

２期未来像ＷＧ」という。）。 

 

(9) 第２期未来像ＷＧでは、令和２年（2020年）12月15日に、 

 ・ （「２Ｋ放送は右旋、４Ｋ・８Ｋ放送は左旋を基本という方針を当面維持することが望

ましい」とされた第１期未来像ＷＧ報告書の方針を転換し、）今後、ＢＳ右旋帯域におい

て一定帯域が確保できた場合には、当該帯域は４Ｋ放送に割り当てるべき（(5)参照） 

・ （ＢＳ右旋、ＢＳ左旋を問わず、）インフラの利用料金の負担軽減のため、インフラ事

業者34が利用料金の低減に向けた取組を積極的に進めるとともに、衛星放送協会が衛星基

幹放送事業者との意見交換の場を設けて議論を行って関係者間の合意形成を図り、その結

果を踏まえ、総務省においても必要な対応を行うこと 

等を内容とする報告書案が取りまとめられ、これについて同年12月19日から令和３年（2021

年）１月22日まで、意見公募手続が行われた（意見公募手続の結果は未公表）。＜参考17＞ 

 

２ 衛星放送の未来像に関するワーキンググループの開催や議論の経緯と会食概要35 

 

(1) 平成29年（2017年）10月頃、総務省は、衛星放送の帯域の有効活用及びＢＳ右旋帯域へ

の新規参入を促進する観点から、衛星基幹放送事業者について、５年ごとの「更新」の際に、

帯域の活用状況を審査し、一旦割り当てた周波数のスロット数の変更を行い得るようにす

るための法改正の検討を開始し、その立法事実を明確化するため、同年11月下旬から、新

規参入の意向等について、プラットフォーマーやインターネット事業者等に対するヒアリ

ングを行った。 

                                                       
33 平成 30 年（2018 年）12 ⽉の新４Ｋ・８Ｋ衛星放送の開始、インターネット動画配信サービスの伸展及び周
波数有効利⽤のための制度改正等 
34 ⼈⼯衛星や地球局設備等の無線局設備の提供を⾏う基幹放送局提供事業者 
35 本節は、公表資料のほか、関係者からのヒアリングや関係各所等からの資料収集等で得られた情報を基に記述
している。 
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(2) ヒアリングの結果は、それらの事業者等の新規参入のニーズが必ずしも高いというわけ

ではなかったが、総務省は、「新しい経済政策パッケージ」に基づく新たな検討の場である

未来像ＷＧで（１(4)参照）、帯域の有効活用やＢＳ右旋帯域への新規参入の在り方について

も検討を行うこととした。 

この検討については、同時期36に、ＢＳ右旋帯域で16スロットＨＤ番組を放送する複数の

衛星基幹放送事業者が、経費節減等の経営上の判断から、それらを 12 スロットＨＤ番組と

し、一部スロットを返上することを検討しているとの情報を総務省が把握したことも後押し

となった37。 

 

(3) 第１期未来像ＷＧでは、第１回未来像ＷＧ（平成30年（2018年）２月８日）において開

催要綱が示され、そこで主な検討課題として、衛星放送の帯域の有効活用の在り方や衛星放

送への新規参入の在り方が盛り込まれた。また、第３回未来像ＷＧ（同年４月２日）におい

ても、七つの論点のうち三つが帯域の有効利用、二つの論点が新規参入を含む空き帯域の利

用38に関する論点とされ、それらの議論を経て、第５回未来像ＷＧ（同年５月18日）で、 

 ・ 認定、更新の際に帯域の有効活用を検証する仕組みを法制度上明確に定めること 

 ・ 右旋帯域では、（既存ＳＤ番組のＨＤ化と）２Ｋ放送の新規参入によるコンテンツの多

様化を優先し、２Ｋ放送から４Ｋ・８Ｋ放送への移行については、適切なタイミングで、

関係者間で検討を開始すること 

等を内容とする報告書案の議論が行われた（１(4)参照）。 

 

(4) 当該報告書案には、衛星基幹放送事業者の負担軽減については盛り込まれておらず、それ

までの会議における議論も確認できないが、当該報告書の内容を含めて平成30年（2018年）

９月28日に取りまとめられた「放送を巡る諸課題に関する検討会」の第二次取りまとめ（案）

（１(5)参照）の意見公募手続39においては、衛星放送協会から、衛星基幹放送事業者にとっ

て衛星利用料が大きなコスト要因を占めており、魅力的なコンテンツ充実の原資確保の観

                                                       
36 平成 29 年（2017 年）11 ⽉下旬。この頃、総務省は、事業者から間接的に聞いた情報から、スロットの返上の
意向は、６社 24 スロット程度あると認識していたとみられる。また、平成 30 年（2018 年）４⽉頃、総務省は、
衛星基幹放送事業者から直接聞き取った情報により、スロットの返上の意向は、３社 12 スロット程度あると認
識していた。 
37 当時、ＢＳ右旋帯域は逼迫していたため、既存番組の撤退や既存番組に⽤いる帯域（スロット数）の縮減・
返上が⾏われない限り、新規の番組の認定や既存の番組に⽤いる帯域（スロット数）の増加を⾏うことができな
い状況であった。 
38 既存番組の画質向上と新規番組によるコンテンツ多様化のいずれを優先すべきか。コンテンツの多様化を⾏う
場合に２K と４K・８K のいずれを優先すべきか。 
39 平成 30 年（2018 年）７⽉ 19 ⽇から同年８⽉ 20 ⽇まで⾏われた。 
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点から、インフラコストの負担軽減に向けた検討と実現を要望する旨の意見40があった。 

  なお、当該意見公募手続では、既存の衛星基幹放送事業者から、ＢＳ右旋帯域への２Ｋ番

組の新規参入について反対する声や、空き帯域を４Ｋ放送で活用すべきとの声は見られな

かった。 

 

(5) 平成30年（2018年）11月６日、衛星放送協会から総務省宛てに、衛星放送協会会員８

社から、ＢＳ右旋帯域の計 42 スロットについて自主的に返上することを内容とする「ＢＳ

放送右旋帯域の返上希望」が提出された。 

返上されるスロットには、(2)で把握されていたもののうち、実際に返上されることとな

った５社20スロットのほか、平成30年（2018年）８月22日に、総務省が東北新社に対し

て検討依頼を行ったことを受けて、同社の子会社である株式会社スター・チャンネルが返上

することとした５スロット41及び２社17スロット42が含まれていることが確認できる。 

 

(6) これを受けて総務省は、ＢＳ右旋帯域への新規参入を含む公募認定のための審査基準と

して、ＢＳ右旋帯域については、申請をＨＤ放送又はＳＤ放送に限定するとともに、その審

査に当たっては、既存ＳＤ番組のＨＤ化に係る申請、12 スロットＨＤ番組の新規申請、そ

の他の申請の順に優先されること等を内容とする審査基準案を作成し43、平成 30 年（2018

年）12月22日から平成31年（2019年）１月25日まで、意見公募手続が行われた。 

これに対しては、ＢＳ右旋帯域について２Ｋではなく４Ｋの参入を求める意見等が、既存

の衛星基幹放送事業者から３件見られたが44、総務省は、審査基準を変更することなく、同

年３月13日から認定の公募を行い、同年11月29日、ＢＳ右旋帯域について既存ＳＤ番組

のＨＤ化１社（１番組）、ＨＤ番組の新規参入の３社（３番組）の認定を行った45（１(6)参

                                                       
40 衛星放送協会は、年度ごとの事業計画書及び事業報告書（確認できる最も古いもので平成 20 年度（2008 年度）
のもの）において協会の活動の重点⽬標として、配信コストの低減、衛星インフラ利⽤料⾦の負担軽減を掲げて
いる。なお、平成 30 年度（2018 年度）の事業報告書においては、衛星インフラ利⽤料⾦の負担軽減に関する調
査・検討とともに、衛星事業者、伝送事業者との意⾒交換を実施したとしている。 
41 東北新社からは、ＢＳ放送の発展のために協⼒すべきという当時の社⻑の考えや、返上しても画質に⼤きな影
響がないレベルであったことから、返上しても問題はないだろうという判断であったとの説明があった。 

なお、週刊⽂春 2021 年 2 ⽉ 25 ⽇号の記事のやり取りをみると、同社は、必ずしも返上に前向きではなかった
とも考えられるが、これについても同社から、やり取り中の意⾒はあくまでも（役員）α⽒の私⾒であり、同社
としての⾒解ではないとの説明があった。 
42 当時の総務省担当管理職からは、スロットの返上依頼については、12 スロット以上のＨＤ番組を放送する東北
新社以外の衛星基幹放送事業者に対しても、同じように⾏ったとの説明があった。 
43 ＢＳ左旋帯域及びＣＳ左旋帯域は、４Ｋ・８Ｋ放送の申請に限定された。 
44 株式会社テレビ朝⽇ホールディングス、株式会社ＢＳ−ＴＢＳ、株式会社東京放送ホールディングス 
45 既存ＳＤ番組のＨＤ化１社（１番組）が、ブロードキャスト・サテライト・ディズニー株式会社の「ディズニ
ー・チャンネル」。新規参⼊の３社（３番組）が、株式会社カワイイアン・ティービーの「よしもとチャンネル（仮
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照）。 

なお、(1)のヒアリングの対象となったプラットフォーマー、インターネット事業者等か

らは、申請が行われなかった。 

また、公募は、ＢＳ左旋帯域及びＣＳ左旋帯域における４Ｋ・８Ｋ放送についても行われ

たが、それらの帯域については、いずれも申請がなかった。 

 

(7) この認定の直前である令和元年（2019年）11月14日、ＢＳ右旋帯域で放送されている２

番組が、経営上の判断から、令和２年（2020年）３月末をもって業務廃止することが表明さ

れた46。 

また、１(7)のとおり、この時期47に、放送法の改正に伴い、衛星基幹放送の業務の認定及

び認定更新の際の要件となる周波数基準（総務省令）案についての意見公募手続が行われて

いるが、これに対しては、(6)の意見公募手続の際とは異なり、ＢＳ右旋帯域で今後発生す

る空き帯域には、４Ｋへの割当てを優先すべきとの積極的な意見が９件見られ48、さらに、

右旋は２Ｋ、左旋は４Ｋを基本とする「基幹放送普及計画」の考え方の再考を要望する意見

や49ＢＳ右旋帯域には終了する番組もあり、逼迫した状況ではなくなったことから、平成30

年（2018年）９月の放送を巡る諸課題に関する検討会第二次取りまとめの検証を含め、ＢＳ

放送の将来の全体像について、検討を行う場を要望する旨の意見も提出された5051。 

 

(8) このような状況を踏まえ、令和元年（2019年）12月当時の総務省の資料では、ＢＳ右旋

帯域における空き帯域の発生といった平成30年（2018年）９月の「放送を巡る諸課題に関

する検討会」の第二次取りまとめ以降の状況の変化を踏まえ、新たな検討の場52を設けて、

ＢＳ右旋帯域における４Ｋ化を含めた検討を行うこととされているが、当時の資料ではま

だ、その対外的な打ち出し時期については、「要検討」とされていた。その後の検討の結果、

新たな場ではなく、未来像ＷＧを再開して検討を行うこととなったが、これについては、当

時の総務省幹部から、新たな場で想定された構成員が第１期未来像ＷＧの構成員と重複し

                                                       
称）」、株式会社ジャパネットメディアクリエーションの「ＢＳ Japanet Next」及びＢＳ松⽵東急株式会社の「Ｂ
Ｓ松⽵東急（仮称）」 
46 株式会社ビーエスＦＯＸが撤退、ブロードキャスト・サテライト・ディズニー株式会社がＤlife を閉局 
47 令和元年（2019 年）12 ⽉ 14 ⽇から令和２年（2020 年）１⽉ 17 ⽇まで 
48 株式会社ＷＯＷＯＷ、株式会社東北新社メディアサービス、株式会社ビーエス朝⽇、株式会社フジ・メディア・
ホールディングス、⼀般社団法⼈⽇本⺠間放送連盟、株式会社ビーエスフジ、衛星放送協会、株式会社ＢＳ−Ｔ
ＢＳ、株式会社東京放送ホールディングス 
49 株式会社ＢＳ−ＴＢＳ 
50 株式会社放送衛星システム 
51 それらに対する総務省の回答は、いずれも、今後の参考として承る等の取扱いであった。 
52 当初は、「放送を巡る諸課題に関する検討会」の下に、新たに「衛星放送の周波数有効活⽤に関する検討分科会
（仮称）」を設けることが検討されていた。 
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ていたため、会議の立上げ等の事務の効率化の観点から、既存の枠組みである未来像ＷＧを

活用することとなったとの説明があった。 

なお、令和元年（2019年）夏に、情報流通行政局長、大臣官房審議官（情報流通行政局担

当）、衛星・地域放送課長等が異動していることから、これらの議論は、第１期未来像ＷＧ

やその後の新規参入を含む公募までを行った体制とは異なる新体制で行われた。 

 

(9) 令和２年（2020年）４月24日に、未来像ＷＧが再開され、第７回未来像ＷＧが開催され

た。事務局からは、ＢＳ右旋帯域について、今後、帯域再編や周波数使用基準の適用による

帯域返上が見込まれるとの説明があり、ＢＳ右旋の空き帯域の活用方策の検討要請はあっ

たが、ＢＳ右旋帯域４Ｋ化や衛星基幹放送事業者の負担軽減についての言及はなかった。ま

た、衛星放送協会からは、 

・ ＢＳ右旋帯域の有効利用として、ＢＳ右旋の既存の衛星基幹放送事業者から４Ｋ化の希

望があること、また、ＢＳ/ＣＳ左旋展開事業者から右旋への移行希望があること 

・ 衛星基幹放送事業者の負担軽減については、現状のＢＳ・ＣＳ左旋４Ｋ事業者の事業運

営は難しく、５年間のトランスポンダ利用料金の無料措置が継続しても現状の打破が必

要であること 

といった説明が行われた（１(8)参照）。 

 

(10)ＢＳ右旋帯域においては、その後、既存の衛星基幹放送事業者の撤退による24スロット

（(7)参照）、周波数使用基準の適用により返上が見込まれる６スロット53に加えて、令和２

年（2020 年）８月４日に公表されたＮＨＫの次期中期経営計画案で、現行の右旋３波を２

波（４Ｋ・２Ｋ）に整理・削減する意向が示されたことから、ＮＨＫの減波時に、少なくと

も48スロット（１トランスポンダ分）の空き帯域の発生が見込まれることとなった。 

このため、総務省では更に検討を進め、同年９月 28 日に、省内幹部職員に対し、同年中

に取りまとめ予定の第２期未来像ＷＧ報告書において、ＢＳ右旋帯域では、（既存ＳＤ番組

のＨＤ化と）２Ｋ放送の新規参入によるコンテンツの多様化を優先するとしていた第１期未

来像ＷＧ報告書における考え方と異なり、今後一定帯域を確保できた場合には、当該帯域は

４Ｋ放送に割り当てるとの方針転換を打ち出すことについて報告し、了承を得た。 

 

(11)総務省は、令和２年（2020年）９月30日の第10回未来像ＷＧにおける事務局資料では、

ＢＳ右旋における空き帯域について、２Ｋと４Ｋ放送のいずれに割り当てるべきかといっ

た記述にとどめていた。同ＷＧでは、団体・事業者からのヒアリングが行われ、衛星放送協

会からは、第７回と同様の既存の衛星基幹放送事業者の４Ｋ化の希望やＢＳ/ＣＳ左旋展開

事業者の右旋への移行希望に加え、右旋、左旋を問わず、衛星放送の固定費負担が大きい旨

の指摘があった（(4)及び脚注40参照）。 

                                                       
53 令和３年（2021 年）夏まで 
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衛星放送の固定費負担については、未来像ＷＧ構成員から、株式会社放送衛星システム（以

下、単に「放送衛星システム」という。）、スカパーＪＳＡＴ株式会社（以下、単に「スカパ

ーＪＳＡＴ」という。）、衛星放送協会が連携して検討することが重要との意見のほか、衛星

放送協会から、今後、放送衛星システム、スカパーＪＳＡＴと継続的な協議をお願いしたい

との発言があり、放送衛星システムから、固定費の負担が衛星基幹放送事業者に大きくのし

かかるということは理解しており、低廉化に向けた作業は進めていく必要があるとの発言が、

スカパーＪＳＡＴから、衛星の調達・運用コストといったハード事業の構造見直しも、当然

検討すべき課題であるとの発言があった。 

なお、第２期未来像ＷＧでは、(1)のヒアリングを行った事業者や、１(6)の認定で拒否さ

れた新規参入希望事業者の意見の把握を行っていないが、これについては、当時の担当管理

職から、 

・ これらの事業者から、(7)の令和元年（2019年）11月に生じた２番組の撤退表明の後に、

撤退により発生する空き帯域についての問合せがなかったこと 

・ (7)の令和元年（2019年）12月に行った周波数使用基準の意見公募手続において意見提

出がなかったこと 

等の理由から、行う必要があるとは考えていなかったとの説明があった。 

 

(12)その後、第11回未来像ＷＧ（令和２年（2020年）11月６日）における論点整理等を踏ま

え、同年12月15日の第12回未来像ＷＧで報告書案について議論が行われた。報告書案で

は、 

・ 今後、ＢＳ右旋帯域において一定帯域が確保できた場合には、当該帯域は４Ｋ放送に割

り当てることとし、「基幹放送普及計画」の改正等必要な制度整備を行うこと 

・ インフラ事業者は利用料金の低減に向けた取組を積極的に進めること、衛星放送協会が

衛星基幹放送事業者との意見交換の場を設けて議論を行って関係者間の合意形成を図り、

その結果を踏まえて、総務省においても必要な対応を行うこと 

等とされ、同年12月19日から令和３年（2021年）１月22日まで意見公募手続が行われた

が、ＢＳ右旋空き帯域の４Ｋ放送への割当て、インフラの利用料金の負担軽減のいずれにつ

いても、衛星基幹放送事業者及びインフラ事業者からの反対意見は確認できなかった（意見

公募手続の結果は未公表）（１(9)参照）。 

 

(13)また、総務省による調査及び東北新社から提出された資料を踏まえると、平成30年（2018

年）９月の「放送を巡る諸課題に関する検討会」の第二次取りまとめ以降、未来像ＷＧの再

開やその後の第２期未来像ＷＧにおける議論の期間に近接した平成30年（2018年）10月か

ら令和３年（2021年）１月までの間に、総務省と東北新社との間で開催された会食は27件

で、総務省職員のべ32人の参加が確認された。 

このうち、未来像ＷＧの発足、再開や未来像ＷＧの事務局業務に関与する職員が参加した

のは、12件・のべ14人で、個々の職員が参加した回数は、基本的に１～２回であるが、職
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員による代金支払いは１件を除いて認められず、その１件についても十分な額が支払われて

いなかったため、いずれも国家公務員倫理法に違反することが確認されている。＜参考８＞ 

 これらの会食に参加した職員は、いずれも、異動後の顔合せ等を目的として開催されたも

のであり、会食中は、一般的な意見交換や自己紹介等が行われただけであるなどと主張して

おり、会食において、ＢＳ右旋帯域の４Ｋ化やインフラ利用料金の負担軽減が話題になった

事実は確認できなかった54 。会食に参加した職員からは、国家公務員倫理法等の内容を十分

理解していなかった、利害関係にはない事業者との会食についての意識が希薄であった、総

務省内部で行われている国家公務員倫理に係る研修を軽視していたといった説明もあった。 

 

３ 放送法の関連規定等 

 
(1) 衛星基幹放送の業務を行おうとする者は、放送法第93条第１項各号に掲げる要件のいず

れにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。 

 

(2) そのような申請に対する処分を行う場合には、審査基準を定めなければならないことか

ら（行政手続法第５条第１項）、放送法関係審査基準が定められている。また、審査基準を

定めようとする場合には、意見公募手続を行わなければならない（行政手続法第39条第１

項）。 

 

(3) 衛星基幹放送事業者の認定に係る決裁は、総務副大臣が最終決裁者であり、担当課である

衛星・地域放送課が起案し、情報流通行政局長まで決裁を得た後、大臣官房長、総務審議官、

事務次官、総務大臣政務官、総務副大臣の順に進達し、決裁が終了した後、総務大臣を文書

施行名義人として、認定に係る文書を施行することとされている（総務省行政文書取扱規

則）。 

 

(4) 衛星基幹放送業務の認定及び認定の更新の審査要件は、それぞれ放送法第93条第１項各

号及び第96条第２項に規定されており、令和元年（2019年）６月５日に公布された改正で

は、それぞれについて、総務省令で定める衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準に

適合することが審査要件となるよう改正された（１(7)参照）。また、具体的な要件は、衛星

基幹放送に係る周波数の使用に関する基準（令和２年総務省令第９号）に定められている。 

 

                                                       
54 東北新社においても、第２期未来像ＷＧ報告書案にインフラ利⽤料⾦の負担軽減の趣旨が盛り込まれたことと、
東北新社の役職員が総務省職員と会⾷を⾏ったこととの関係を指摘する報道を受け、未来像ＷＧの検討に関して、
東北新社から総務省職員に対する不当な働きかけが⾏われたかについて検討を⾏ったところ、「東北新社が不当
な働きかけを⾏った結果として、第２回報告書案に利⽤料⾦の低減の⽅向性が⽰されたことをうかがわせる事情
は存在しない」（東北新社特別調査委員会調査報告書 P61）とされている。 
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(5) 総務大臣は、放送法第91条第１項に基づき、基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を

図るため、「基幹放送普及計画」を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとされてお

り、これに基づき、「基幹放送普及計画」が定められている。 

 

(6) インフラ利用料金に関しては、放送法第 118 条第１項において、基幹放送局提供事業者

は、基幹放送局設備を認定基幹放送事業者の基幹放送の業務の用に供する役務の料金その

他の総務省令で定める提供条件を定め、総務大臣に届け出ることとされており、総務省令で

は、放送局設備供給役務の料金及びその支払方法を定めることとされている（放送法施行規

則第92条第１項第１号）。 

また、総務大臣は、届出を受けた提供条件が、認定基幹放送事業者に不当な義務を課すな

ど基幹放送の業務の運営を阻害していると認めるときは、当該提供条件を変更すべきことを

命ずることができる（放送法第120条）。 

 

４ 認定事実を踏まえた当委員会の評価 

 

(1) ＢＳ右旋の空き帯域の活用方策が、わずか２年で大きく変わったことについては、 

① 第１期未来像ＷＧの際には、総務省として、平成30年（2018年）５月の第５回未来像

ＷＧまでに把握していた空き帯域の発生は、10～20 スロット程度にとどまっていたこと

（２(2)及び脚注36参照） 

② 平成30年（2018年）９月の意見公募手続までは、衛星基幹放送事業者からも４Ｋを求

める声がなく、平成31年（2019年）１月の意見公募手続でも、衛星基幹放送事業者から

は、４Ｋを求める声は少数にとどまっていたこと（２(4)、(6)参照） 

を踏まえると、令和元年（2019年）11月に判明した令和２年（2020年）４月以降の大きな

空き帯域の発生、しかも、（スロット数の縮減にとどまらず、）撤退による空き帯域の発生が、

総務省にとっても、衛星基幹放送事業者にとっても、想定外の事情であったと認められる（２

(7)、(10)参照）。 

このため、当該空き帯域の発生に直面した総務省が危機感を持ち、ＢＳ右旋は事業者にと

って魅力的であり、逼迫し続けるという従来の見通しを改め、４Ｋ番組で空き帯域を活用し、

視聴者・事業者双方にとってＢＳ右旋の魅力を高めるという方向に、政策を大きく転換した

としても、不自然ではない。 

 

(2) 法令等に照らして、ＢＳ右旋帯域への新規参入を含む認定に関する審査基準の作成や認

定についての手続上の問題は見当たらない（３(1)～(5)参照）。 

東北新社に対して平成30年（2018年）８月に行った返上の検討依頼についても、同社と

同じように 12 スロット以上のＨＤ番組を放送する他社に対しても、同じように行ったもの

であり、返上があったことを受けて東北新社に対して何らかの便宜を供与したことも確認で

きず、問題は見当たらない（２(5)参照）。 
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(3) インフラの利用料金の負担軽減という論点が、第２期未来像ＷＧ報告書案に新たに盛り

込まれたことについては、 

① 平成31年（2019年）３月からの認定公募では、ＢＳ、ＣＳとも左旋帯域への申請がな

かったこと（２(6)参照） 

② 令和元年（2019年）11月に判明した令和２年（2020年）４月以降のＢＳ右旋の空き帯

域の発生は、衛星基幹放送事業者が経営上の理由から撤退することによって生じるもので

あったこと（２(7)参照） 

から、総務省が、第２期未来像ＷＧの時期に、衛星基幹放送事業者の経営状況を深刻に受け

止め、ＢＳ右旋、ＢＳ左旋を問わず、インフラ利用料金の負担軽減が必要であると判断した

としても、不自然ではない。 

また、インフラ利用料金の低廉化については、インフラ事業者自身も、その低廉化の必要

性を認めており、総務省としてバランスを欠いた判断だとは認められない（２(11)参照）。 

 

(4) 第２期未来像ＷＧでは、プラットフォーマーやインターネット事業者等、新規参入等の認

定で拒否された者や申請に至らなかった者の声を把握していないことについては、 

① これらの事業者から、２番組の撤退表明の後に、撤退により発生する空き帯域について

の問合せがなかったこと（２(11)参照） 

② 周波数使用基準の意見公募手続において意見提出がなかったこと（２(11)参照） 

等を踏まえると、既存の衛星基幹放送事業者に偏った運営であったとは認められない。 

 

(5) ＢＳ右旋帯域の４Ｋ化やインフラ利用料金の負担軽減に係る会食等の影響については、 

① 総務省職員と東北新社関係者との会食の場において、ＢＳ右旋帯域の４Ｋ化やインフラ

利用料金の負担軽減について話題になったこと、相談がなされたことを示すものは見当た

らなかったこと 

② ２Ｋ番組が撤退する中、総務省が、ＢＳ右旋帯域の空き帯域を活用し、視聴者・事業者

に対する魅力を高めるために４Ｋ化を認めることとするのは自然な流れであり、また、視

聴者・事業者全体の利益に叶うもので、東北新社のみが利益を得るようなものではなかっ

たため、４Ｋ化について、東北新社として、総務省に特段の働きかけを行わなければなら

ない状況ではなかったこと 

③ インフラ利用料金の負担軽減については、衛星基幹放送事業者全体の利益に叶うもので、

東北新社のみが利益を得るようなものではなく、また、その影響を強く受け、衛星基幹放

送事業者と利害が対立し得るインフラ事業者も、その低廉化の必要性を認めているため、

東北新社が衛星基幹放送事業者の立場から特段の働きかけを行わなければならない状況

ではなかったこと 

から、影響があったとは認められない。 
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第４ 東北新社との会食について 

 

「検証結果報告書（第一次）」及び第１のとおり、東北新社の外資規制違反への対応において

は、総務省職員と東北新社との間の会食が行政をゆがめたと認めるに足りる事情が確認できず、

また、第２及び第３のとおり、囲碁・将棋チャンネルの認定や未来像ＷＧにおける議論において

も、それらの会食が影響したことは確認できなかったが、そうであれば、どのような目的でそれ

らが行われ、なぜ、何度も行われたのかという疑問が残るところであり、これだけでは問題が解

明できたとは言い難い。 

個々の会食に関する記録は十分に残っていないが、総務省における国民からの信頼回復の取

組に資するためにも、残された資料から、東北新社との会食とは何であったのか、ここで改め

て、推論も含めつつ、委員会としての見解を示すこととしたい。 

 

１ 会食について注視すべき事実 

 

(1) 東北新社側の会食への出席者を見ると、当時の東北新社シニアマネジメントの（役員）α

氏が52件中46件の会食に参加しており、うち、（役員）α氏が単独で参加しているものは、

22件となっている。 

東北新社側の参加者のうち、（役員）α氏が役職段階が最も高い、あるいは、（役員）α氏

が単独で参加している会食計 40 件について、総務省側の参加者で最も段階が高い役職を見

ると、次官級１件、局長級６件、部長・審議官級10件、課長級22件、室長級１件となって

いる。この会食 40 件を見ると、継続的に参加している職員の昇任に応じて、また、参加者

が広がるにつれて、参加者の役職段階で最も高い役職が年々高くなり、回数も増加する傾向

にある。 

 

(2) また、（役員）α氏との会食の開催時期について見ると、認定業務の審査期間中や未来像

ＷＧの開催期間中か否か、あるいは、その前後の期間等を問わず、コンスタントに実施され

ており、「検証結果報告書（第一次）」のとおり、総務省と東北新社との間で外資規制違反に

係る相談がなされたとされる後にも会食が開催されたことが確認できる。 

 

(3) （役員）α氏との会食に参加した総務省側の参加者の実人数は、12人であるが、このう

ち３人が衛星放送関係の認定業務の担当となる前から（役員）α氏との会食が始まっており、

３人は先輩や前任からの誘いや紹介等で会食が始まっている。 

  また、４人は、認定業務の担当からの異動後も、（役員）α氏と会食を行っている。 

  

(4) 総務省の職員で、会食に参加した者や、部下が会食に参加した者からは、国家公務員倫理

法等の内容を十分理解していなかった、利害関係にはない事業者との会食についての意識
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が希薄であった、総務省内部で行われている国家公務員倫理に係る研修を軽視していた、部

下が事業者と会食を行うことはプライベートなことで個人の判断であると考えていたとい

った説明もあった。 

 

(5) 会食１回当たりの総務省側の参加人数は、１人が約９割（52件中46件）であり、最大で

も２人であった。 

また、会食の費用について、総務省側の参加者による支払いが全くないものが約９割（52

件中45件）であった5556。 

 

２ 会食についての評価  

 

(1) 会食の大部分は、東北新社メディア事業部内で渉外分野のマネジメント業務等を担当し、

社内でも総務省担当として受け止められていた57東北新社シニアマネジメントの（役員）α

氏が中心となっている。（役員）α氏自身は、当委員会のヒアリングにおいて、着任後の挨

拶は別として、認定申請に係る申請期間中は総務省職員と会わないほうがよいというのが

通例と主張するが、基本的には、そのような時期も含め、コンスタントに会食が開催されて

いることが確認できる。 

 

(2) また、会食においては、総務省の職員が衛星放送関係の認定業務を担当する以前から参加

し、担当から異動した後も参加していたこと、参加する総務省側の職員の役職が様々であっ

たこと、人事異動を名目に開催されるものでも、それ以前から面識がある者とのものであっ

たことが確認できる。これらも考え合わせると、これらの会食は、業務上のカウンターパー

トとの顔合せのために開催されたもの、業務上の要望等をするために開催されたもの、ある

いは、長年の慣行として行われてきたものというよりはむしろ、（役員）α氏が、その渉外

業務を将来にわたって円滑に進めるため、中長期的な観点も踏まえつつ、特定の総務省職員

に着目して人脈を形成し、あるいはそれを維持するために、アドホックに開催したものであ

ったと考えられる。 

                                                       
55 総務省が⾏った倫理調査においては、⼀部⽀払いをしたと主張している者もいたが、⽀払いについて資料に
基づいた⼗分な証明ができず、その主張が採⽤されなかったという経緯がある。 
56 総務省職員が⼀部⽀払っていた７件のうち、２件は、応分の負担からすれば１万円以上不⾜していた。 
57 東北新社特別調査委員会調査報告書において、（役員）α⽒は、「総務省職員との間で昼間・夜間を問わず接点
を増やしていく中で、総務省職員から⼈事情報等を得て、東北新社にいち早く伝える役割も期待されるようにな
った。」、その結果、メディア事業部において、（役員）α⽒が「総務省担当との認識が幅広く共有されるようにな
った」。（役員）α⽒は、「2016（平成 28）年４⽉以降、東北新社メディア事業部内で渉外分野のマネジメント業
務を担当していたところ、その業務内容を定めた規程等は存在しないものの、総務省職員を含む業界との懇親を
図り、広く情報収集を⾏う役割が期待される役職であるとの認識はメディア事業部内においておおむね共有され
ており」、（役員）α⽒も「同様の認識を有していた。」（同報告書 P17、P18）とされている。 
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  そして、（役員）α氏は、平成29年（2017年）８月頃、外資規制違反について総務省の衛

星・地域放送課長Ａに相談をしたと主張するが、こうした人脈作りは、こういった問題が生

じた時に、少なくとも、直接、相談ができるような関係を作るために行ってきたもの、困っ

たときの備えとしての相談相手の確保のために行ってきたものであると考えるべきである。 

 

(3) 一方、総務省職員を見ると、認定業務に関連する担当に就く以前から会食の関係が始まっ

た者のほか、先輩や前任者から誘いや紹介等があった者も一定数見られる。ヒアリング等に

おいて総務省職員からは、事業者と会食をするような職場の風土ではなかった旨の回答も

あったが、誘いや紹介を受けた総務省職員は、当初は、誘いを断る理由もないとして参加し、

以後、そういった当初の関係を引きずったまま、抵抗感なく、安易に会食に参加するという

感覚になっていたものと考えられる。 

また、事業者との会食について仕事に生かすという意識はなく、お互いにメリットがない

のではないかと説明する職員もいたが、多くの総務省職員にとっては、１、２年で人事異動

がある中、この会食は、衛星放送業界に長く身を置く（役員）α氏から、業界の経緯・実情

や今後の動向についての情報を得る場であるといった自己正当化がしやすいものであった

と考えられる58。さらに、このような（役員）α氏との会食が重ねられたことが、東北新社

の（役員）α氏以外の者からの会食の誘いも受け入れやすくした可能性も排除できない。 

 

(4) また、ヒアリングにおける総務省職員の回答からは、国家公務員倫理法令に関する理解・

認識や法令遵守意識、組織としての服務規律の管理が欠けていたことが認められ、これに加

えて、一人で参加した会合が多く、東北新社が負担しても職場では知られないといった会食

の状況が、総務省職員による国家公務員倫理法違反の会食を助長したものと考えられる。 

 

(5) どのような事情があったとしても、関係事業者との会食である以上、参加をする際には、

国民や他の事業者からの見られ方、すなわち「公平らしさ」、「公正らしさ」の保持に疑念を

抱かせないかを念頭に、十分な配慮があってしかるべきである。しかし、上記のとおり総務

省職員は、認定や認可の審査期間中や未来像ＷＧの開催期間中、あるいは、それらの前後に

も会食に参加するなど、そのような時期に会食に参加することが公務の公平性、公正性にど

のような疑念を生じさせるか、さらにそれが総務省やその政策の信頼性にどのように影響

するかといった点についての想像力に全く欠けており、単なる法令の知識やその遵守意識

の欠如で片付けるべきではない。特に、多くの総務省側の参加者が、会食の費用の支払いを

していなかったことは、国家公務員としての職業倫理意識（コンプライアンス意識）が大き

く損なわれているばかりか、公務のあるべき姿を見失っていることを示していると言うべ

きである。 

                                                       
58 東北新社特別調査委員会調査報告書において、「総務省職員は数年で異動することもあってか、･･･⻑年の経験
を踏まえた逸話等を話すと興味深く聞いてもらえるということであった。」（同報告書 P17）とされている。 
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会食に参加した者は、会食では仕事についての話はなかったと主張しており、実際に、会

食での会話は記憶に残らないほど儀礼的なものであったかもしれない。しかし、そのような

時期の会食であれば、認定や認可、未来像ＷＧの件に話題が及んだり、それらについて社交

的なお礼が行われたりすることが十分あり得るものであり、会食で何かがあったのではない

かと国民や他の事業者が疑念を抱くのがむしろ自然である。そして、その最たるものが、総

務省と東北新社との間で外資規制違反に係る相談がなされたとされる後の会食や野球チケ

ットの受領であり、国家公務員としての職業倫理意識（コンプライアンス意識）の欠如の問

題として深刻に受け止めるべきである。 

総務省は、職員の意識を改めるだけでなく、そのことを国民や事業者に伝え、理解と信用

を得なければならない。  
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第３部 ＮＴＴドコモの携帯電話料金の低廉化及びＮＴＴグループの組織体制について＜参考18

＞ 

 
第１ 総務省とＮＴＴグループとの関係について 

 

ＮＴＴグループについては、東北新社グループとは異なり、日本電信電話株式会社等に関する

法律（昭和59年法律第85号。以下「ＮＴＴ法」という。）に基づく特殊会社59としての地位（日

本電信電話株式会社（以下「ＮＴＴ持株」という。）並びに東日本電信電話株式会社及び西日本

電信電話株式会社（以下、両社をまとめて「ＮＴＴ東西」という。））や、他の事業者とは異なっ

た、グループとしての巨大・独占性という性質に着目した特別の規制等があることから、まず、

そのような地位や規制等について整理した上で、個別の検証に入ることとする。 

 

１ 総務省とＮＴＴ持株及びＮＴＴ東西との関係 

 

(1) ＮＴＴ持株及びＮＴＴ東西は、ＮＴＴ法に基づく特殊会社であり、ＮＴＴ持株は、同法上、

ＮＴＴ東西が発行する株式の総数を保有し、それらの適切かつ安定的な電気通信役務の提

供の確保を図ること、電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うこととされ、

ＮＴＴ東西は、地域電気通信事業を経営することを目的とされている（第１条）。 

  また、同法においては、ＮＴＴ持株及びＮＴＴ東西の業務遂行一般や組織運営について、

以下のような総務省の関与が定められている。 

① 定款の変更、合併、分割及び解散の決議並びに会社の剰余金の処分の決議は、総務大臣

の認可を受けなければ、その効力を生じない（第11条第１項）。 

② 毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定めるとき及び変更しようとすると

きに、総務大臣の認可を受けなければならない（第12条）。 

③ 毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書

を総務大臣に提出しなければならない（第13条）。 

④ 総務大臣は、ＮＴＴ法の施行上必要があると認めるときは、監査役を指名して、特定の

事項を監査させ、当該監査の結果を報告させることができる（第15条第１項）。 

⑤ 総務大臣は、ＮＴＴ法の定めるところに従い監督し、ＮＴＴ法の施行上特に必要がある

と認めるときは、業務に関し監督上必要な命令をすることができる（第16条）。 

⑥ 総務大臣は、ＮＴＴ法の施行上必要な限度において、業務に関する報告を徴することが

できる（第17条）。 

 

(2) また、特にＮＴＴ東西については、ＮＴＴ法により、重要な電気通信設備を譲渡し、又は

                                                       
59 特別の法律により特別の設⽴⾏為をもって設⽴すべきものとされる法⼈（いわゆる特殊法⼈）のうち、株式
会社形態で設⽴されたもの 
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担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならないこととされるとと

もに（ＮＴＴ法第14条）、電気通信事業法（昭和59年法律第86号）において、以下のよう

な総務省の関与が定められている。 

① 接続関連情報の目的外利用・提供、特定の電気通信事業者に対する不当な優遇・冷遇、

製造業者・コンテンツ事業者等に対する不当な規律・干渉を禁止し、総務大臣は、これら

に違反する行為があると認めるときは、その行為の停止又は変更の命令をすることができ

る（第30条第４項及び第５項）。 

② 他の電気通信事業者が第一種指定電気通信設備との接続に必要な電気通信設備の設置

又は保守等や業務の委託を行うときに、総務大臣によって特定関係事業者に指定されてい

るエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社（以下、単に「ＮＴＴコミュニケー

ションズ」という。）に比べて他の電気通信事業者に不利な取扱いをすることを原則禁止

し、ＮＴＴ東西又はその業務の委託を受けた子会社がこれに反する行為を行った場合、総

務大臣はその行為の停止・変更や必要な措置を命令することができる（第 31 条第１項、

第２項、第４項及び平成14年総務省告示第８号）。 

 

(3) さらに、ＮＴＴ東西については、電気通信事業法において、ＮＴＴコミュニケーションズ

の役員との兼任の禁止（第31条第１項及び平成14年総務省告示第８号）、業務の委託を受

けた子会社が反競争的行為を行うことがないよう、監督の義務付け（第31条第３項）、他の

電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して知り得た情報の適正管理等（第 31

条第６項及び第７項）も定められている。 

 

２ 総務省とＮＴＴドコモ及びＮＴＴコミュニケーションズとの関係 

 

(1) ＮＴＴドコモ及びＮＴＴコミュニケーションズは、特殊会社ではない一般の民間会社で

あり、ＮＴＴ法の規定は適用されない。このため、総務省は、両社の業務遂行一般や組織運

営について、関与する立場にはない。 

また、ＮＴＴ法上は、ＮＴＴ持株と両社との関係についての定めはなく、ＮＴＴ持株が両

社の株を保有していることは、単なる附帯業務（第２条第１項第４号）としての位置付けに

なる。 

 

(2) 両社の業務遂行一般や組織運営については、ＮＴＴグループの巨大・独占性という性質を

踏まえ、その分割、再編に際して、以下のような公正有効競争条件が定められた。 

① ＮＴＴドコモについては、平成４年（1992年）４月28日に、当時の郵政省及びＮＴＴ

（日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律（平成９年法律第 98 号）によって改正

される前の日本電信電話株式会社法（昭和 59 年法律第 85 号。以下「旧ＮＴＴ法」とい

う。）に基づく特殊会社である日本電信電話株式会社（平成11年（1999年）に持株会社に

移行する前の日本電信電話株式会社。以下、単に「ＮＴＴ」という。）それぞれが報道発
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表した「日本電信電話株式会社の移動体通信業務の分離について」により、ＮＴＴの出資

比率を低下させることや新会社はＮＴＴと共同資材調達を行わないこと、ＮＴＴからの社

員の移行は「転籍」により行い、出向形態による人事交流は行わないことなどが定められ

た。＜参考19＞ 

② ＮＴＴコミュニケーションズについては、平成８年（1996 年）12 月６日の「ＮＴＴの

再編成についての方針」により、公正有効競争を確保するための条件を、長距離通信会社

と地域通信会社との間に確保するとされ、また、平成９年（1997年）のＮＴＴ法一部改正

法の附則第３条第１項に基づく、同年 12 月４日の「日本電信電話株式会社の事業の引継

ぎ並びに権利及び義務の承継に関する基本方針」により、ＮＴＴ東西との役員兼任や在籍

出向は行わないこと、独立した営業部門を設置することなどが定められた。＜参考20＞ 

 

(3) また、ＮＴＴドコモ及びＮＴＴコミュニケーションズについては、ＮＴＴグループの巨

大・独占性という性質を踏まえ、電気通信事業法において、以下のような総務省の関与が定

められている。 

① ＮＴＴドコモについては、接続関連情報の目的外利用・提供、ＮＴＴ東西、ＮＴＴコミ

ュニケーションズ等のＮＴＴグループ各社に対して、不当な優遇を行うことを禁止し、総

務大臣は、これらに違反する行為があると認めるときは、その行為の停止又は変更の命令

をすることができる（第30条第３項及び第５項）。 

② ＮＴＴコミュニケーションズについては、１の(2)②のとおり、総務大臣によってＮＴ

Ｔ東西の特定関係事業者に指定されている（第31条第１項及び平成14年総務省告示第８

号）ため、総務大臣は、ＮＴＴ東西又はその業務の委託を受けた子会社がＮＴＴコミュニ

ケーションズに比べて他の電気通信事業者に不利な取扱いをしていると認めるときは、Ｎ

ＴＴ東西に対して、その行為の停止又は変更の命令をすることができる（第 31 条第２項

及び第４項）。 

 

(4) なお、 ＮＴＴドコモについては、このほか、携帯電話料金に関して、電気通信事業法に

基づく端末の購入等を条件とする通信料金の割引の禁止や期間拘束契約の中途解約時の違

約金等の上限等の規制が課され、また、電気通信事業法に基づき総務省が定めた各種の指針

やガイドラインに基づいて、行政指導等が行われてきているが、これらの取扱いは、他のＭ

ＮＯと変わるものではない。＜参考21＞ 
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第２ ＮＴＴドコモの携帯電話料金の低廉化について 

 

１ ＮＴＴドコモの携帯電話料金の低廉化に関連する政策の動向60 

 

(1) 携帯電話料金の低廉化については、総務省は、平成27年（2015年）９月11日の経済財

政諮問会議における安倍内閣総理大臣発言61を踏まえて有識者で検討62を行い、同年12月18

日に「スマートフォンの料金負担の軽減及び端末販売の適正化に関する取組方針」（以下「ス

マートフォン料金軽減取組方針」という。）を取りまとめ、翌年３月25日には、「スマート

フォンの端末購入補助の適正化に関するガイドライン」（以下「スマートフォン購入補助適

正化ガイドライン」という。）を策定した。これらは、ライトユーザや割引等を受けない長

期利用者等の多様なニーズに対応した料金プランの導入により料金負担の軽減を図ること

や、端末購入を条件とした割引等の適正化等に取り組むことを求めるものであった。 

 

(2) また、平成29年（2017年）１月10日、総務省は、それまでの取組について有識者によ

るフォローアップ63を行った結果を踏まえ、「モバイルサービスの提供条件・端末に関する指

針」（以下「モバイルサービス指針」という。）を策定してＳＩＭロック解除の円滑な実施に

関するガイドライン64とスマートフォン購入補助適正化ガイドライン（(1)参照）を改正・統

合した。 

総務省は、翌年８月28日には、有識者による検討65を踏まえて同指針を改正し、ＳＩＭロ

ック解除の円滑な実施に関するガイドラインを移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関

するガイドラインに改め、電気通信事業者による不当な端末の流通・販売制限や販売価格・

値引き額の指示の禁止を盛り込むとともに、電気通信事業者が中古端末のＳＩＭロック解除

に応じることの義務付けを盛り込んだ。 

  

(3) 平成30年（2018年）８月21日の菅官房長官の発言66の後、規制改革推進会議で携帯電話

                                                       
60 本節は、特に断りのない限り、公表資料を基に記述している。 
61 「携帯料⾦等の家計負担の軽減は⼤きな課題であります。⾼市総務⼤⾂には、その⽅策等についてしっかり検
討を進めてもらいたい」 
62 「携帯電話の料⾦その他の提供条件に関するタスクフォース」（平成 27 年（2015 年）10 ⽉ 19 ⽇（第１回）〜
同年 12 ⽉ 16 ⽇（第５回）） 
63 「モバイルサービスの提供条件・端末に関するフォローアップ会合」（平成 28 年（2016 年）10 ⽉ 13 ⽇（第１
回）〜同年 11 ⽉７⽇（第３回）） 
64 平成 22 年（2010 年）６⽉策定の「ＳＩＭロック解除に関するガイドライン」の改定 
65 「モバイル市場の公正競争促進に関する検討会」（平成 29 年（2017 年）12 ⽉ 25 ⽇（第１回）〜平成 30 年
（2018 年）４⽉ 20 ⽇（第６回）） 
66 「携帯電話、この料⾦があまりにも不透明で、そして他の国と⽐較すると⾼すぎるのではと、こうした懸念が
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事業者の競争促進の議論が始まり67、また、同月23日には、情報通信審議会で「電気通信事

業分野における競争ルール等の包括的検証」の議論が始まった。＜参考22＞ 

包括的検証の一環として、総務省では、有識者による検討68を開始し、その議論を踏まえ

た電気通信事業法の改正が翌年５月に成立し、同年10月 1日に、電気通信事業法施行規則

（昭和60年郵政省令第25号）の改正と併せて施行された。これらによって、通信料金と端

末料金を分離するため、端末の購入等を条件とする通信料金の割引を禁止すること、通信契

約とセット購入時の端末代金の値引き等の上限を２万円に制限すること、期間拘束契約の期

間の上限を２年として違約金の上限を1,000円とすること、期間拘束のない契約の提供を義

務付けることなどの規律が導入された。 

  また、同年11月22日に、総務省は、同じ有識者による検討も踏まえつつ、移動端末設備

の円滑な流通・利用の確保に関するガイドライン（(2)参照）を、モバイルサービス指針か

ら独立・改正し、購入時に信用確認が取れた場合にＳＩＭロックを即時解除すること等の義

務付けを盛り込んだ。 

 

(4) その後、令和２年（2020年）６月30日の菅官房長官発言69、同年９月２日の菅官房長官

の自民党総裁選立候補会見、同月16日の菅内閣発足時の総理就任会見でも、同月18日の就

任直後の武田総務大臣の会見70でも、携帯電話料金の値下げについて言及があった。＜参考

22＞ 

また、総務省は、同年10月 27日、改正電気通信事業法等（(3)参照）における制度整備

等の効果やモバイル市場に与える影響についての有識者による評価・検証71等を踏まえ、分

かりやすく納得感のある料金・サービスの実現、事業者間の公正な競争の促進、事業者間の

乗換えの円滑化などを内容とする「モバイル市場の公正な競争環境の整備に向けたアクショ

                                                       
あります。（中略）今よりも私⾃⾝は４割程度下げる余地はあるとこのように思っています。」（北海道札幌市で開
催された政経懇話会）（総務省資料） 
67 規制改⾰推進会議では、平成 30 年（2018 年）10 ⽉ 12 ⽇に、「携帯電話事業者の競争促進を通じた成⻑の果
実の国⺠への還元の仕組みについて緊急に検討する」ことが重点事項の⼀つに位置付けられ、同年 11 ⽉ 19 ⽇の
第４次答申では、通信料⾦と端末料⾦の完全な分離、期間拘束契約と⾃動更新などのスイッチングコストの引き
下げなどが取り組むべき事項とされた。 
68 「モバイル市場の競争環境に関する研究会」（平成 30 年（2018 年）10 ⽉ 10 ⽇（第１回）〜平成 31 年（2019
年）１⽉ 17 ⽇（第６回）「緊急提⾔」（法案に反映）〜同年４⽉ 19 ⽇（第 11 回）「中間報告書（４⽉ 23 ⽇公表）」
（省令に反映）〜令和２年（2020 年）２⽉ 18 ⽇（第 24 回）「最終報告書（２⽉ 21 ⽇公表）」） 
69 「東京の料⾦⽔準は諸外国と⽐べて依然として⾼い⽔準にあり、⼤⼿３社の利益率も 20％と⾼⽌まりしている
ことから、⼤幅な引き下げの余地があると考えます。」（総務省資料） 
70 携帯電話料⾦について「できる限り公正な競争の下で通話料⾦を下げたい」旨の発⾔（総務省資料） 
71 「電気通信市場検証会議」の下の「競争ルールの検証に関するＷＧ」（令和２年（2020 年）４⽉ 21 ⽇（第１
回）〜同年 10 ⽉ 23 ⽇（第 10 回））。なお、同ＷＧは、モバイル市場の公正な競争環境の整備に向けたアクショ
ン・プラン公表後も開催（直近は令和３年（2021 年）９⽉ 15 ⽇）。 
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ン・プラン」を公表した。 

 

２ ＮＴＴドコモの携帯電話料金の低廉化の経緯と会食概要72 

 

(1) ＮＴＴドコモは、ユーザの多様なニーズ及び携帯電話の料金その他の提供条件に関する

タスクフォースの提言内容を踏まえ、平成28年（2016年）３月のライトユーザ向けの「シ

ェアパック５」の導入、同年６月の長期利用者向けの「ずっとドコモ割」の拡充等を行った。 

一方、総務省は、同年 10 月７日、同社に対し、同社発行のクレジットカード加入者（ｄ

カードＧＯＬＤ会員）向けに端末の購入代金を割り引くためのクーポン（ケータイ購入ご優

待券）を特典とする手法が不適正な端末購入補助に当たるとして、スマートフォン購入補助

適正化ガイドラインに基づく厳重注意・報告徴求を行った73（１(1)参照）。 

 

(2) ＮＴＴドコモは、モバイルサービス指針を踏まえ、平成29年（2017年）５月にＳＩＭロ

ック解除に応じない期間の見直しを、同年６月に中古端末下取り価格の適正化を行ったほ

か（１(1)、(2)参照）、同月に端末購入補助を受けない利用者向けの「ｄｏｃｏｍｏ ｗｉ

ｔｈ」を、翌年５月に長期利用者向けの「ずっとドコモ割プラス」を新設した。 

一方、総務省は、「モバイル市場の公正競争促進に関する検討会」（脚注 65 参照）の議論

を踏まえ、平成30年（2018年）６月、ＮＴＴドコモに対し、同社がＭＶＮＯに提供する顧

客情報を管理するデータベースについて、ＭＶＮＯに負担金額に関する説明を書面で行うこ

とやセキュリティ確保の要件となる基準を提示することなどについて指導を行ったほか、Ｓ

ＩＭカードの提供に係る標準的な期間や手続等について確認調査を行った74。 

 

(3) ＮＴＴドコモは、平成30年（2018年）10月31日、同社の2018年度第２四半期決算説明

会において、携帯電話料金を２～４割程度値下げして最大 4,000 億円規模の顧客還元を行

う新料金プランを、2019 年度第 1 四半期（４〜６月）に発表・提供開始する予定であると

説明し、同年11月14日に開催された「モバイル市場の競争環境に関する研究会」（脚注68

参照）においても報告した。 

これらに先立ち、平成30年（2018年）10月19日に、ＮＴＴ持株（役員）甲氏とＮＴＴ

ドコモ（役員）丁氏が、総務省の総合通信基盤局長Ｂを訪問し、本件について情報提供を行

った。 

また、モバイル市場の競争環境に関する研究会における議論については、平成30年（2018

                                                       
72 本節は、公表資料のほか、関係者からのヒアリングや関係各所等からの資料収集等で得られた情報を基に記述
している。 
73 NTT ドコモとソフトバンク株式会社には平成 28 年（2016 年）4 ⽉ 5 ⽇付けで⽂書で是正要請を、KDDI 株
式会社には同⽉ 13 ⽇付けで⼝頭注意を⾏ったが、再度⾏われたため、同年 10 ⽉７⽇にＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩ
株式会社、ソフトバンク株式会社の３社に対して、総務⼤⾂名で厳重注意が⾏われた。 
74 ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株式会社にも、同様の指導が⾏われた。 
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年）10月26日にも、総務省総合通信基盤局料金サービス課とＮＴＴドコモとの事務的な打

合せが行われ、同社が、他ＭＮＯの子会社であるＭＶＮＯが同社のネットワークを借りてい

ることの問題を指摘しているが、この問題については、同研究会の緊急提言、中間報告書、

最終報告書において見直し等を行うこととはされなかった。 

なお、中間報告書への意見公募手続では、ＮＴＴドコモから、ＭＶＮＯがＭＮＯの回線を

借りる際の費用（データ接続料）の算定方法について、実績原価方式（過去の実績に基づい

て金額を算定する方法）から将来原価方式（合理的な予測に基づき各社が将来の金額を算定

する方法）への見直しは「不要」である旨の意見が出されていた。しかし、最終報告書にお

いては、「2020 年度に適用される接続料から将来原価方式により算定するものとする」と、

見直しを行うこととされた75。 

 

(4) ＮＴＴドコモは、平成31年（2019年）４月15日、令和元年（2019年）６月１日にサー

ビスを開始する新料金プランとして、データ通信が多いユーザ向けの「ギガホ」、データ通

信が少ないユーザ向けの「ギガライト」を発表した（(3)参照）。同プランは、端末購入を条

件として通信料金を割り引く従来のプランと異なり、端末購入にかかわらず、通信料金を割

安にするものであった。また、このプランの提供開始と合わせ、端末代金の割賦残債を最大

１／３免除する下取りプログラムの提供も開始された。 

発表に先立ち、平成31年（2019年）４月10日に、ＮＴＴドコモ（役員）丁氏、他２名

が、総務省の総合通信基盤局長Ｂ、総務課長Ｅ、料金サービス課長Ｈを訪問し、新しい料金

プランの具体的内容についての情報提供を行うとともに、その内容が同年５月改正の電気

通信事業法の求める通信料金と端末代金の完全な分離に適合したものとなっていることの

確認等を行った76。なお、当該プランについて、総務省がＮＴＴドコモに対し、改正電気通

信事業法の趣旨に照らして修正を求める等の指導を行った形跡は見当たらなかった。 

また、同社は、令和元年（2019年）10月１日、改正電気通信事業法等に沿って、２年定

期契約等の解約時における解約金を9,500 円から1,000 円に引き下げた（１(3)参照）。 

なお、これらのプランの検討や情報提供を行っている時期に、ＮＴＴグループや総務省

において、ＮＴＴドコモの完全子会社化の議論が行われていた形跡は見当たらなかった（第

３の２（ＮＴＴドコモの完全子会社化）(1)参照）。 

 

                                                       
75 ＫＤＤＩ株式会社、ソフトバンク株式会社からも同様の意⾒が出されていた。 
76 令和元年（2019 年）９⽉９⽇にソフトバンク株式会社が、同⽉ 12 ⽇にＫＤＤＩ株式会社が、新料⾦プランの
導⼊を発表(いずれも、同年 10 ⽉１⽇サービス開始)した。MVNO の⼀部においても、改正電気通信事業法施⾏
に合わせ、違約⾦引下げなどの対応が⾏われた。また、これらの事業者のいくつかは、総務省への事前の情報提
供を⾏っていることが、総務省の資料で確認できる。なお、上記の新料⾦プランの内容について、同年９⽉ 20 ⽇
の「モバイル市場の競争環境に関する研究会」（脚注 68 参照）で議論が⾏われた。その際、ＳＩＭロック解除の
⾒直しについてのＮＴＴドコモ、ソフトバンク株式会社、ＫＤＤＩ株式会社の検討状況も議論され、「移動端末設
備の円滑な流通・利⽤の確保に関するガイドライン」の独⽴・改正につながった（１(3)参照）。 
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(5) 総務省は、令和２年（2020年）５月29日、ＮＴＴドコモ及びその販売代理店70社に対

し、上述の改正電気通信事業法に違反する不適切な端末代金の割引等が行われたとして、同

法の規定の遵守の徹底や再発防止策の着実な実施等の指導を行った。 

 

(6) ＮＴＴドコモは、令和２年（2020年）12月３日、オンライン手続プランとして、月額2,980

円（税抜き）の格安料金プラン「ａｈａｍｏ」を発表し、翌年３月にサービス開始すること

を発表した。 

また、これに先立ち、令和２年（2020年）12月２日に、ＮＴＴドコモ（役員）戊氏、他

１名が、総務省の総合通信基盤局長Ｃ、電気通信事業部長Ｄ、料金サービス課長Ｇを訪問

し、ＮＴＴドコモの新料金プランの概要（月額2,980円（税抜き）で20ギガバイトまでの

通信が利用可能。５分以内の通話が無料）と新料金プランへの移行手続き（専用のｗｅｂ

サイトでの手続）について、情報提供を行った。当該プランは、従来のギガプラン（(4)参

照）と併存し（ヘビーユーザは、ギガプランの契約を想定）、ユーザのライフスタイルによ

って使い分けられるものと位置付けられており、多様なニーズに応えるというこれまでの

低廉化の取組と軌を一にするものと認められる77。 

なお、ＮＴＴドコモは、同プランは、令和元年（2019年）12月以降、検討を本格化した

ものであるとしており、その公表までの間に、ＮＴＴ持株がＮＴＴドコモを完全子会社化

する目的での株式公開買付が成立しているが（令和２年（2020年）11月17日）、その時期

に、ＮＴＴグループや総務省において、同プランの検討と完全子会社化の検討を関連付け

た議論が行われていた形跡は見当たらなかった。 

 

(7) 一方、総務省による調査及びＮＴＴグループの特別調査委員会による調査報告書を踏ま

えると、平成28 年（2016 年）７月から令和２年（2020 年）12 月までの間に、総務省とＮ

ＴＴグループとの間で開催された会食は計24件であり、このうち、携帯電話料金に関する

指針、ガイドライン等や法令の検討・作成の時期に、これに携わる総務省の職員とＮＴＴド

コモ78との間で開催された会食は５件で、総務省職員のべ14人の参加が確認された。 

このうち、職員による代金支払いの状況を見ると、上記５件の会食全てにおいて、代金支

払いがあったが、それらについても十分な額が支払われていなかったことが判明しており、

全てが国家公務員倫理法に違反することが確認されている。＜参考18＞ 

上記５件の会食に参加した職員が、それぞれ参加した会食の回数は１～２回であり、職員

は会食について、異動後の顔合せや懇親等を目的として開催され、会食中は、情報通信業界

の情勢に関する一般的な意見交換や自己紹介等が行われただけであるなどと主張しており、

                                                       
77 令和２年（2020 年）12 ⽉ 18 ⽇には、さらに⼤容量ユーザ向けの新料⾦プラン（ギガホプレミア）も発表され
た。 
78 ＮＴＴ持株は、ＮＴＴドコモは、市場の動向や競争状況を踏まえ、携帯電話の料⾦戦略を⾃律的に検討・策定
していると説明する。 
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会食において、携帯電話料金の値下げについて話題になった事実は確認できなかった79。 

会食に参加した職員からは、会食の支払時における支払額の確認が不十分であったといっ

た説明もあった。 

 

３ ＮＴＴドコモの携帯電話料金の低廉化に関連する規定等 

 

(1) 携帯電話等の移動体通信料金の設定・変更については、平成８年（1996年）12月に施行

された電気通信事業法の改正によって事前認可制から届出制となり、さらに、平成 16 年

（2004年）４月に施行された電気通信事業法の改正によって届出制も廃止された。 

また、個社の携帯電話料金については、不当な差別的取扱いを行っているとき、不当な競

争を引き起こすものであり、その他社会的経済的事情に照らして著しく不適当であるため、

利用者の利益を阻害しているとき等における業務改善命令（電気通信事業法第 29 条）等事

後的な規制により対応することが基本となっている。 

 

(2) こうした法令の体系に基づき、現在、携帯電話料金については、総務省が、公正な競争の

促進のための各種の指針やガイドライン等を定め、それに基づいて、同省により、問題とな

る事例等が認められた場合に、行政手続法第２条第６号の行政指導が各事業者に対して行

われてきており、その際には、同省は、相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並び

に責任者を明確に示さなければならない（同法第35条第１項）。 

その上で必要な場合には、公正な競争の促進や利用者利益の確保のための規定が、電気通

信事業法等の改正によって追加されてきている（１(3)参照）。 

なお、これらの取扱いは、ＮＴＴドコモと他のＭＮＯとで、変わるものではない。 

 

(3) ＮＴＴ持株は、毎事業年度の開始前にその事業年度の事業計画を定めるとき及び変更し

ようとするときには、総務大臣の認可を受けなければならないが（ＮＴＴ法第12条）80、Ｎ

ＴＴドコモの携帯電話料金の低廉化は、基本的には、ＮＴＴ持株の事業計画には影響しない。 

 

４ 認定事実を踏まえた当委員会の評価  

 

(1) ＮＴＴドコモの料金プランそのものについては、累次の自由化によって市場価格となっ

ており、総務省は政策的に関与する立場になく、同社に便宜を図るといったような取扱いは

                                                       
79 ＮＴＴグループの特別調査委員会による調査報告書においても、ＮＴＴグループ経営陣と総務省幹部等との会
⾷において、総務省幹部等による便宜供与やＮＴＴグループからの便宜供与の依頼等があったとは認められず、
ＮＴＴグループ経営陣と総務省幹部等との会⾷の結果、ＮＴＴドコモによる携帯電話料⾦の値下げなどについて、
⾏政の判断がゆがめられたという事実も確認されなかったとされている。 
80 NTT ドコモには、そのような義務はない。 
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想定されない（３(1)参照）。 

 

(2) もっとも、携帯電話料金の値下げに関し、ガイドライン等の整備や行政指導の運用におい

て、ＮＴＴドコモに便宜を図ることが想定され得るが、このようなガイドライン等の整備は、

有識者による会議の結果を踏まえて行われてきており（結果的に、法令の整備を行うことと

なった場合も含まれる。）、その際、ＮＴＴドコモの主張が必ずしも採用されているわけで

はなく（２(3)参照）、会議の運営にも不自然な点は見当たらない。 

また、指針やガイドライン等に基づく行政指導についても、行政手続法第35条第１項の規

定に沿って行ってきていることが確認され、他のＭＮＯと同様、ＮＴＴドコモが指導等を免

れているわけでもなく（２(1)、(2)、(5)参照）＜参考21＞、不自然な運用も見当たらない。 

 

(3) 携帯電話料金については、３(1)のとおり、特段の法令上の事前規制は存在しないにもか

かわらず、ＮＴＴドコモは、料金プランの見直し等を行う際に、総務省に事前に情報提供や

相談を行っており、また、総務省がそれに対して対応してきている。 

民間企業等が、ある行為を行うに際し、法令に抵触するかどうかについて、当該行為につ

いて特定の法令の規定との関係を法令の所管官庁に対し事前に問い合わせることは、しばし

ば実務慣行として行われていると認められる。ＮＴＴドコモは、電気通信事業法の改正時に、

携帯電話料金プランが改正予定の内容に適合しているかを確認するのみならず、それ以外の

場合でも、携帯電話料金プランの発表前に総務省に情報提供等を行っているが（２(3)、(4)、

(6)参照）、同社は、公正競争を確保するため、総務省が定めた各種の指針やガイドライン

を遵守する姿勢に立っているとしていることから、法令の規定ではないとしても、それらの

指針等に料金プランが抵触しないかについて、総務省に念のため事前相談すること自体に不

自然な点はない。 

また、総務省は、ＮＴＴドコモだけでなく他の事業者からの照会にも対応してきており、

これについても、ＮＴＴドコモからの相談を優遇するなどの不自然な運用は見当たらない81。 

さらに、総務省が、ＮＴＴドコモから「ギガホ」、「ギガホライト」の両プランについて

の確認があった際に、改正電気通信事業法の趣旨に照らして指導等を行わなかった対応に問

題は認められず（２(4)参照）、その他の時期の料金プランについても、事前の情報提供の

際に、不適切なプランを見逃したといった形跡も見られない。 

 

(4) ＮＴＴドコモの携帯電話料金の低廉化に関連する政策に対するＮＴＴドコモとの間の会

食の影響については、 

・ 総務省職員との会食の場において、携帯電話料金の値下げについて話題になった事実は

                                                       
81 総務省資料を⾒ると、令和元年（2019 年）９⽉から令和２年（2020 年）９⽉までの１年間に、「電気通信事業
法第 27 条の３等の運⽤に関するガイドライン」等に関する問合せでＭＮＯ、ＭＶＮＯ、販売代理店からの担当
者ベースの問合せ 22 社 171 件に対応していることが認められる。 
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確認できないこと 

・ 指針やガイドライン等については、(2)のとおり、ＮＴＴドコモに偏った取りまとめも

運用も確認されず、また、そもそもＮＴＴドコモのみに適用されるものではないため、Ｎ

ＴＴドコモのみが会食によって働きかけを行う必要性が見出しにくいこと 

から、影響があったとは認められない。 
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第３ ＮＴＴグループの組織体制について 

 

１ ＮＴＴグループの組織体制に関連する政策の動向82＜参考23＞ 

  

(1) 昭和57年（1982年）７月30日の第二次臨時行政調査会第三次答申において、日本電信

電話公社を、５年以内に中央会社と複数の地方会社に再編成することが提言された。 

 

(2) 昭和60年（1985年）４月１日、旧ＮＴＴ法及び電気通信事業法の施行によって、日本電

信電話公社は、ＮＴＴとなった。 

また、この旧ＮＴＴ法の附則第２条においては、政府は、同社の成立の日から５年以内に、

この法律の施行の状況及びこの法律の施行後の諸事情の変化等を勘案して会社の在り方に

ついて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとされた。 

  

(3) (2)の旧ＮＴＴ法附則第２条を踏まえ、平成２年（1990年）３月２日の電気通信審議会の

「日本電信電話株式会社法附則第２条に基づき講ずるべき措置、方策等の在り方答申」に基

づき、同月30日に、移動体通信分野における公正有効競争を実現するため、移動体通信業

務をＮＴＴから分離し、移動体通信業務を営むこととなる会社については、これを完全民営

化することが決定された。 

 

(4) 平成４年（1992 年）７月１日、移動体通信業務がＮＴＴから分離され、旧ＮＴＴ法の適

用を受けず、特殊会社でもない、民間会社（株式会社）であるエヌ・ティ・ティ移動通信網

株式会社83が設立されたが、それに先立つ同年４月28日、郵政省は、「日本電信電話株式会

社の移動体通信業務の分離について」として、ＮＴＴの移動体通信業務について、ⅰ）可能

な限り、ＮＴＴと別個の伝送路を構築すること、ⅱ）取引を通じたＮＴＴから新会社への補

助を禁止し、移動体系新事業者と同一条件とすること、ⅲ）ＮＴＴから新会社への転籍によ

る社員の移行を行うこと、ⅳ）中核となる会社84の株式については、会社設立の５年後の上

場を目指すこととし、上場の機会等を捉えＮＴＴの出資比率を低下させるものとすること、

ⅴ）ＮＴＴと新会社の共同資材調達を禁止することを内容する公正有効競争条件を公表し

た。 

 

                                                       
82 本節は、特に断りのない限り、公表資料を基に記述している。 
83 同社は、平成 12 年（2000 年）４⽉に株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモに商号を変更し、さらに、平成 25 年
（2013 年）10 ⽉に株式会社ＮＴＴドコモに商号を変更した。 
84 当初は、各地域会社を統括する中核会社と各地域会社から構成されていたが、平成 20 年（2008 年）に各地域
会社を合併し、現在の NTT ドコモの全国１社体制となった。 
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(5) その後、ＮＴＴの組織再編成が行われ、旧ＮＴＴ法を改正したＮＴＴ法に基づき、平成11

年（1999年）７月１日以降、ＮＴＴグループは、①特殊会社であるＮＴＴ持株、②特殊会社

であるＮＴＴ東西、③民間会社である長距離通信業務を担うＮＴＴコミュニケーションズ、

④平成４年（1992年）７月にＮＴＴから分離された民間会社である移動体事業を担うエヌ・

ティ・ティ移動通信網株式会社（後のＮＴＴドコモ）に再編成された85。 

 

(6) ＮＴＴドコモについては、平成12年（2000年）12月21日の電気通信審議会の答申「Ｉ

Ｔ革命を推進するための電気通信事業における競争政策の在り方についての第一次答申～

ＩＴ時代の競争促進プログラム～」において、「東・西ＮＴＴの有力な競争相手になること

による市場活性化効果などから、基本的には、（中略）ＮＴＴ持株会社のＮＴＴドコモ株保

有割合が一層低下することが望ましい。」とされた。＜参考24＞ 

 

(7) また、平成13年（2001年）３月30日に閣議決定された「規制改革推進３か年計画」に

おいても、「ＮＴＴのグループ経営の改善と公正競争の確保を図る観点から、地域通信網の

開放の徹底、ＮＴＴコミュニケーションズ及びＮＴＴドコモに対するＮＴＴ持株会社の出

資比率の引下げを含むＮＴＴグループ内の相互競争の実現、東・西ＮＴＴの経営効率化の推

進等、競争促進のための自主的な実施計画をＮＴＴ持株会社及び東・西ＮＴＴが作成し、公

表することを期待するとともに、当該実施計画の実施状況を注視する」とされ、その後に決

定された「規制改革・民間開放推進３か年計画」（平成16年３月19日閣議決定）、「規制改

革推進のための３か年計画」（平成19年６月22日閣議決定）、「規制改革推進のための３か

年計画（再改定）」（平成21年３月31日閣議決定）においても、同内容の記載が盛り込まれ

た。＜参考25＞ 

 

２ 中間持株会社の設立及びＮＴＴドコモの完全子会社化の経緯と会食概要86 

 

（中間持株会社の設立） 

 

(1) 平成30年（2018年）７月12日、ＮＴＴ持株（役員）乙氏が、総務省の事業政策課長Ｅ

を訪問し、同社のグローバル事業の推進に向けたフォーメーション見直しの一環として、同

                                                       
85 このほか、昭和 63 年（1988 年）7 ⽉に、ＮＴＴのデータ通信事業がエヌ・ティ・ティ・データ通信株式会社
（後の株式会社ＮＴＴデータ）に事業譲渡され（データ通信事業の分離）、平成 9 年（1997 年）9 ⽉に、ＮＴＴ
のソフトウェア関連業務がエヌ・ティ・ティ・コミュニケーションウェア株式会社（後のＮＴＴコムウェア株式
会社）に事業譲渡（ソフトウェア関連業務の事業化）されている。 
86 本節は、公表資料のほか、関係者からのヒアリングや関係各所等からの資料収集等で得られた情報を基に記述
している。 
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年秋に中間持株会社の設立等を予定していることについて説明を行うとともに、ＮＴＴ法

及び電気通信事業法上の法的な制約がないか、平成11年（1999年）の再編成の趣旨に反し

ないか等について照会を行った87。 

  これを受け、総務省において、ＮＴＴ法及び電気通信事業法上の法的な制約がないか、平

成11年（1999年）の再編成の趣旨に反しないか、平成30年度（2018年度）事業計画88の変

更が必要かについて確認を行った。 

 

(2) このような確認の結果を踏まえ、平成30年（2018年）７月下旬に、総務省の事業政策課

長Ｆ（(1)の事業政策課長Ｅの後任）からＮＴＴ持株（役員）乙氏に、電話により口頭で、

法令上中間持株会社を規制する規定はないこと、再編成の趣旨に反しないこと、事業計画の

変更は不要であることを伝達した。 

   また、この回答に先立って行われたと考えられる省内の説明における資料でも、この再編

成の趣旨に反しないことについては、「平成11年のＮＴＴの再編成は、独占的な事業である

地域通信事業と競争的な事業を分離し、公正な競争を確保することを主な趣旨としており、

中間持株会社は、独占的業務を行うＮＴＴ東西を傘下とするものではないことから、この再

編成の趣旨に反するものではないと考える」旨の説明が残されている。 

 

(3) 平成30年（2018年）８月７日に、ＮＴＴ持株は、グローバルガバナンスを強化し、グロ

ーバル市場に精通した人材の知見や経験を迅速にマネジメントに取り入れ、ＮＴＴグルー

プ全体のグローバル市場における競争力強化と収益性の向上を図ることを目的に、ＮＴＴ

持株の配下に、ＮＴＴコミュニケーションズ、ディメンションデータ、ＮＴＴデータ等を子

会社化したＮＴＴ株式会社（中間持株会社）を設立することを発表した89。 

 

(4) 一方、総務省による調査及びＮＴＴグループの特別調査委員会による調査報告書を踏ま

えると、ＮＴＴ持株が中間持株会社の設立に係る総務省への相談を行った平成30年（2018

年）７月及びＮＴＴ株式会社を設立することが公表された同年８月並びにそれに近接する

時期（同年６月～同年９月）で、同社の設立に関係する部署の総務省の職員と同社との間で

開催された会食は４件で、総務省職員のべ６人90の参加が確認された。 

                                                       
87 他の MNO も、合併等の組織体制の変更を⾏う前に、総務省に事前に情報提供等を⾏っている事例が確認で
きる。 
88 ＮＴＴ法第 12 条に基づき総務省に毎年度報告されている。同法上、計画に記載すべき内容の定めはないが、
例年、各年度における、ＮＴＴ持株によるＮＴＴ東⻄に対する助⾔・あっせん、基礎的研究開発の推進に係る重
点、設備投資計画、収⽀計画、資⾦計画が記載されている。 
89 平成 30 年（2018 年）11 ⽉までに NTT 持株傘下にＮＴＴ株式会社を創設し、同社の傘下に各社を移管した。 
90 上記のほか、政務三役１件のべ１⼈の会⾷が確認されたが、関係資料を精査しても、その者から、中間持株会
社の設⽴について、総務省の職員に対して何らかの指⽰等を⾏った形跡は⾒当たらなかった。なお、ＮＴＴグル
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このうち、職員による代金支払いの状況を見ると、代金支払いがあったものが２件・のべ

４人あったが、それらについても十分な額が支払われていなかったことが判明しており、そ

れ以外は代金の支払いが全くなかった。また、上記４件・のべ６人全てについて国家公務員

倫理法に違反することが確認されている。＜参考18＞ 

上記４件の会食に参加した職員は、会食について、異動後の顔合せや懇親等を目的として

開催され、会食中は、情報通信業界の情勢に関する一般的な意見交換や自己紹介等が行われ

ただけであるなどと主張しており、会食において中間持株会社の設立について話題になった

事実は確認できなかった。 

会食に参加した職員からは、国家公務員倫理法等の内容を十分理解していなかったといっ

た説明もあった。また複数の職員はＮＴＴの担当者の人となりを知るために参加したと説明

した。 

 

（ＮＴＴドコモの完全子会社化） 

 

(1) 雑誌記事91では、ＮＴＴ持株（役員）甲氏が、（携帯電話料金の低廉化により）「18年10月

にドコモの負けは見えていたので、そのときにはすでに完全子会社化は念頭にあった」との

発言をしたとあるが、これについてＮＴＴ持株は、「企業経営に携わる者として、常日頃か

ら、様々な経営上のオプションについて思考を巡らせることは当然に行っていることであ

り、そうした観点であれば、ＮＴＴドコモの完全子会社化も、古くから存在する経営上のオ

プションの一つであったところです。」と説明し、また、「2018年10月に公表したものを含

む利用者料金の引き下げとＮＴＴドコモの完全子会社化とを関連づけて検討したといった

事実はありません。」としている（第２の２(3)参照）。 

 

(2) ＮＴＴ持株は、令和２年（2020 年）４月に、ＮＴＴドコモの完全子会社化の検討を開始

したと説明しており、雑誌記事92でも、同月、ＮＴＴ持株（役員）甲氏がＮＴＴドコモ（役

員）丁氏に対して「ドコモを完全子会社にしたいと思っています。」と発言したとされる。 

 

(3) 令和２年（2020年）７月30日、ＮＴＴ持株（役員）乙氏、他１名が、総務省の電気通信

事業部長Ｄ、事業政策課長Ｈを訪問し、ＮＴＴ持株がＮＴＴドコモの完全子会社化について

検討していることや同年10月初頭頃に株式公開買付を行うことを検討していることを説明

するとともに、当該株式公開買付の実施についてＮＴＴ法や電気通信事業法上の問題の有

                                                       
ープの特別調査委員会による調査報告書においても、同会⾷において、その者による便宜供与やＮＴＴグループ
からの便宜供与の依頼等があったとは認められなかったとされている。 
91 週刊ダイヤモンド 20201212 号 
92 週刊ダイヤモンド 20201212 号 
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無等の確認を依頼した93。総務省側は、ＮＴＴ法や電気通信事業法上の制約について整理の

上、回答する旨応答した。 

 

(4) 令和２年（2020年）８月18日、ＮＴＴ持株（役員）乙氏、他１名が、総務省の電気通信

事業部長Ｄ、事業政策課長Ｈを訪問し、ＮＴＴドコモの完全子会社化の実施目的、株式公開

買付の実施は同年10月１日を予定していること、年度内に完全子会社化を完了し、ＮＴＴ

ドコモは上場を廃止する予定であること等を説明するとともに、ＮＴＴ持株によるグルー

プ会社の株式の追加取得を制限する法令の有無、当該追加取得についてＮＴＴ法や電気通

信事業法上の問題の有無等の確認・検討を依頼した。総務省側は、その場では、公正競争上

の課題、事業計画への影響等を中心に指摘を行った。 

 

(5) 令和２年（2020年）８月24日、ＮＴＴ持株（役員）乙氏、他１名が、総務省の電気通信

事業部長Ｄ、事業政策課長Ｈを訪問し、同社の公正競争の確保のための考え方等について説

明を行い、総務省からは、次回までに、ＮＴＴ持株によるＮＴＴドコモの完全子会社化に関

するＮＴＴ法及び電気通信事業法上の制約等について整理する旨伝えた。 

 

(6) 令和２年（2020年）９月４日、ＮＴＴ持株（役員）乙氏、他１名が、総務省の電気通信事

業部長Ｄと事業政策課長Ｈを訪問した際に、総務省から、検討の結果、 

・ ＮＴＴ持株によるＮＴＴドコモの完全子会社化を妨げるようなＮＴＴ法や電気通信事

業法上の直接的な規律はないこと 

・ ＮＴＴドコモの完全子会社化に伴う公正競争上の課題について別途検討が必要になる

と思われること 

について口頭で説明を行った。その際、ＮＴＴ持株側からは、今後、公正取引委員会や財務

省など関係省庁にも説明に行く旨、また、株式公開買付の手続の開始については（(4)参照）、

状況によっては前倒しもあり得る旨の説明があった。 

 

(7) 令和２年（2020年）９月８日、16日、24日及び28日に、ＮＴＴ持株（担当者）丙氏が、

総務省の事業政策課長Ｈを訪問し、株式公開買付に向けた準備の進捗状況等について説明

を行った。 

 

(8) なお、総務省では、令和２年（2020年）９月に入ってから、総務省の政務三役に対して、

ＮＴＴ持株によるＮＴＴドコモの完全子会社化について、 

・ 法律上は完全子会社化を妨げる制約はなく、平成22年度（2010年度）以降、閣議決定

ではＮＴＴドコモに対する出資比率の引下げは、取り上げられていないこと 

                                                       
93 他の MNO も、合併等の組織体制の変更を⾏う前に、総務省に事前に情報提供等を⾏っている事例が確認で
きる。 
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・ 一方、完全子会社化後のＮＴＴグループの一体的な市場支配力等については、これを監

視するための規律の検討が必要であり、株式公開買付成立後、速やかに有識者による検討

の場を設け、競争事業者等の意見も踏まえた上で必要な規律等の検討を行い、令和３年

（2021年）春を目途に取りまとめを行うこと 

についての説明を行ったことが確認できる。 

また、その規律等の検討については、当時、総務省は、携帯電話市場での競争の進展等や、

累次の電気通信事業法改正等による公正競争確保措置といった環境変化等に応じ、平成４年

（1992 年）の公正有効競争条件（１(4)参照）の見直し（出資比率引下げ方針の見直し等）

を行うことを念頭に置いていた。 

 

(9) 令和２年（2020年）９月29日、ＮＴＴ持株がＮＴＴドコモの完全子会社化目的の株式公

開買付を行うことを発表した（買付期間：９月 30 日～11 月 16 日、買付価格：3,900 円／

株、買付総額：約4.3兆円）94。 

発表時に行われたＮＴＴ持株（役員）甲氏とＮＴＴドコモ（役員）丁氏の共同記者会見で

は、ＮＴＴ持株（役員）甲氏からの説明の中で、ＮＴＴドコモに対して、完全子会社化をベ

ースにＮＴＴドコモを強化する話を正式に始めたのは４月の後半であること、政府が求める

値下げとの関連は全くないこと、完全子会社化によりＮＴＴドコモの財務的基盤も整うため、

値下げの余力は当然出てくると思うことについて言及があった。  

 

(10)令和２年（2020年）10月頃、他の事業者から、ＮＴＴドコモの完全子会社化について、

公正競争を担保するための措置に反して再びＮＴＴ一体化に向かうものであり（１(4)参照）、

公正競争の観点から大きな問題があると認識しており、早急に公正な競争環境を確保する

ため、公の場での政策的な議論が必要である旨の意見や懸念が提示された。 

 

(11)令和２年（2020 年）11 月 11 日、電気通信事業法第 172 条に基づき、ＫＤＤＩ株式会社

（以下、単に「ＫＤＤＩ」という。）、ソフトバンク株式会社（以下、単に「ソフトバンク」

という。）等28者が、意見申出書を総務大臣に提出した。当該意見申出書には、 

・ ＮＴＴ東西とＮＴＴドコモの資本的な関係性が強化されると、ＮＴＴ東西が保有するボ

トルネック設備95の利用においてＮＴＴドコモが優遇されるなど、競争事業者との公平性

の観点で懸念が生じるとともに、ＮＴＴ東西とＮＴＴドコモが実質的に一体化することに

よって発揮される強大な市場支配力によって競争事業者が排除される等、公正な競争環境

                                                       
94 買付開始時点のＮＴＴ持株のＮＴＴドコモにおける議決権の所有割合は 66.21％であり、令和２年（2020 年）
９⽉ 30 ⽇、公正取引委員会事務総⻑は、定例会⾒で、ＮＴＴドコモの完全⼦会社化について「企業結合関係が新
たに形成・強化されたものではないというような場合には、市場における影響は通常ほとんどないと考えられる
ので、この株式取得が企業結合規制として問題になるというのは考えにくい」と発⾔した。 
95 固定系の加⼊者回線設備（光ファイバ等。電気通信事業法第 33 条に規定する第⼀種指定電気通信設備）。同
設備との接続は、他の電気通信事業者の事業展開上不可⽋なものである。 
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が阻害されるおそれがあること 

・ ＮＴＴドコモの完全子会社化は、政府措置の“完全民営化”の方針に逆行し、ＮＴＴド

コモに対するＮＴＴ持株の出資比率の低下を求めてきた過去の電気通信審議会答申や郵

政省報道発表、閣議決定等の趣旨に明確に反すること 

・ 競争事業者等のステークホルダーを含めた公開の場で議論を行い、公正な競争環境確保

のための担保措置（既存の規律の見直し、新たなガイドライン作成等）を講ずる必要があ

ること 

等が盛り込まれている9697。＜参考26＞ 

 

(12) 令和２年（2020年）11月17日、ＮＴＴ持株によるＮＴＴドコモに対する株式公開買付

が成立した98ことを受けて、総務省は、同月20日、電気通信市場検証会議の下に「公正競争

確保の在り方に関する検討会議」を新たに開催することについて報道発表を行った。 

また、同年12月25日には、ＮＴＴドコモの上場廃止が、同月29日には、ＮＴＴドコモ

の完全子会社化がなされた。 

 

(13) 公正競争確保の在り方に関する検討会議では、令和２年（2020年）12月３日に第１回が

開催され、翌年２月16日までの５回にわたって、事業者（ＮＴＴ持株、ＫＤＤＩ、ソフト

バンク、楽天モバイル株式会社等）へのヒアリングが行われた。 

ヒアリングでは、ＮＴＴ持株からは、ＫＤＤＩやソフトバンクは、既に移動通信と固定通

信の双方を手掛け、自社内で移動通信サービスと固定通信サービスを戦略的に組み合わせ

て柔軟な提案・提供を行っている中、ＮＴＴドコモにもＮＴＴコミュニケーションズとの連

携により固定通信の能力を持たせることで、移動固定融合型の新たなサービス創出等を柔

軟かつ機動的に行える環境を作ることが、公正な市場競争を促進し、市場の活性化に繋がる

ことや、これらを踏まえ、ＮＴＴドコモのみに課されている禁止行為規制を早急に見直す必

要があることといった旨の意見が出されたが、これらについて、公正競争確保の在り方に関

する検討会議の報告書案（(14)参照）においては、ＮＴＴドコモをＮＴＴ東西の特定関係事

業者として速やかに指定することや禁止行為規制については引き続き適正に運用していく

                                                       
96 令和２年（2020 年）10 ⽉ 16 ⽇、ＫＤＤＩ社⻑は、記者会⾒で、「ＮＴＴ法あるいは事業法の条⽂に直接抵触
しないから問題ないという主張であるが、今までの審議会の答申、政府の措置、閣議決定では、基本的には、分
割の観点からＮＴＴがＮＴＴドコモに持っているシェアを薄くしていく⽅向性だったはずであったにもかかわら
ず、急転直下、逆の⽅向に振れたことに、驚きと政策議論もないままこのように⾛り始めるのはおかしいと思っ
ている。今我々の⽅としても意⾒をまとめ、ある時期にしっかりと総務省に話をしていきたいと思う。基本的に
は公正競争の確保が、このような⾏動で阻害されないかが⼀番⼤きなポイントである」旨発⾔した（総務省資料）。 
97 意⾒提出に先⽴って、令和２年（2020 年）10 ⽉ 27 ⽇、総務省の事業政策課と関係事業者との打合せが⾏わ
れ、その際、事業者から、意⾒申出書のドラフトが⽰された。また、同年 11 ⽉４⽇には、意⾒申出書案（印なし）
が⽰された。 
98 ＮＴＴ持株によるＮＴＴドコモの議決権所有割合が 91.46％になった。 
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ことが盛り込まれている。 

 

(14)公正競争確保の在り方に関する検討会議では、令和３年（2021 年）３月３日の第６回の

会議において、報告書案が取りまとめられ、同月６日に当該報告書案に対する意見公募手続

が同年４月５日を期限に実施された（意見公募手続の結果は未公表）。同意見公募手続にお

いては、その期限である令和３年（2021年）４月５日に、ＫＤＤＩ、ソフトバンク等21者

の連名で、当該報告書の取りまとめに当たっては、今般のＮＴＴ持株と総務省の関係におい

て判明した事案等により、情報通信行政がゆがめられたのではないかとの疑念が国民に生

じている状況を踏まえ、「情報通信行政検証委員会」の検証結果も踏まえて検討、取りまと

めることが必要であるとの意見・要望が提出された。＜参考27、参考28＞ 

 

(15)一方、総務省による調査及びＮＴＴグループの特別調査委員会による調査報告書を踏ま

えると、平成28 年（2016 年）７月から令和２年（2020 年）12 月までの間に、総務省とＮ

ＴＴグループとの間で開催された会食は計 24 件で、総務省職員のべ 61 人の参加が確認さ

れ、このうち、ＮＴＴ持株（役員）甲氏の念頭に完全子会社化があったとされる平成30年

（2018年）10月から、完全子会社化について総務省との相談を行い、ＮＴＴドコモの株式

公開買付を開始することが公表された令和２年（2020 年）９月までの間及びそれに近接す

る時期（平成30 年（2018 年）９月～令和２年（2020 年）10 月）に、完全子会社化につい

ての相談に携わり得る立場にある総務省の職員とＮＴＴ持株との間で開催された会食は７

件で、総務省職員のべ13人99の参加が確認された100。 

このうち、職員による代金支払いの状況を見ると、代金支払いがあったものが４件・のべ

９人見られたが、それらについても十分な額が支払われていなかったことが判明しており、

それ以外は代金の支払いが全くなかった。また、上記７件・のべ 13 人のうち、７件・のべ

12人について国家公務員倫理法に違反することが確認されている。＜参考18＞ 

上記７件の会食に参加した職員が、それぞれ会食に参加した回数は基本的に１～２回であ

り、職員は会食について、異動後の顔合せや懇親等を目的として開催され、会食中は、情報

通信業界の情勢に関する一般的な意見交換や自己紹介等が行われただけであるなどと主張

しており、会食においてＮＴＴドコモの完全子会社化について話題になった事実は確認でき

なかった101。 

                                                       
99 ７件・のべ 13 ⼈のうち部⻑・審議官級以上の職員が参加した会⾷が４件・のべ５⼈⾒られた。 
100 上記のほか、政務三役３件のべ３⼈の会⾷が確認されたが、関係資料を精査しても、それらの者から、NTT
ドコモの完全⼦会社化について、総務省の職員に対して何らかの指⽰等を⾏った形跡は⾒当たらなかった。なお、
ＮＴＴグループの特別調査委員会による調査報告書においても、政務三役による便宜供与やＮＴＴグループから
の便宜供与の依頼等があったとは認められなかったとされている。 
101 ＮＴＴグループの特別調査委員会による調査報告書においても、ＮＴＴグループ経営陣と総務省幹部等との
会⾷において、総務省幹部等による便宜供与やＮＴＴグループからの便宜供与の依頼等があったとは認められず、
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会食に参加した職員からは、国家公務員倫理法等の内容を十分理解していなかったといっ

た説明もあった。 

 

３ 中間持株会社の設立及びＮＴＴドコモの完全子会社化に関連する規定等 

 

(1) ＮＴＴドコモは、接続関連情報の目的外利用・提供のほか、ＮＴＴ東西、ＮＴＴコミュニ

ケーションズ等のＮＴＴグループ各社に対して、不当な優遇を行うことが禁止され、これに

反する行為を行った場合、総務大臣がその行為の停止・変更や必要な措置を命令することが

できる（電気通信事業法第30条、平成20年総務省告示第361号及び平成28年総務省告示

第221号）。 

 

(2) 一方、ＮＴＴ東西は、上記ＮＴＴドコモと同様の規制のほか、ＮＴＴコミュニケーション

ズとの間では、役員の兼任が禁止されている。また、ＮＴＴ東西は、接続に必要な設備の設

置等における他の事業者への不利な取扱いが禁止され、これに反する行為を行った場合、総

務大臣がその行為の停止・変更や必要な措置を命令することができる。なお、ＮＴＴ東西は、

ＮＴＴドコモとの間では、現在、それらの禁止規定は設けられていない（電気通信事業法第

31条及び平成14年総務省告示第８号）102。 

 

(3) ＮＴＴドコモは、特殊会社ではないため、ＮＴＴ法の規定は適用されない（１(4)参照）。

なお、ＮＴＴ持株は、毎事業年度の開始前にその事業年度の事業計画を定めるとき及び変更

しようとするときには、総務大臣の認可を受けなければならないが（ＮＴＴ法第12条）、Ｎ

ＴＴドコモの完全子会社化は、資金における資産（ストック）の変化であり、ＮＴＴ持株の

事業計画の記載は所得（フロー）に関するものであるため、基本的には影響しない。 

 

４ 認定事実を踏まえた当委員会の評価 

 

（中間持株会社の設立） 

 

(1) ＮＴＴ持株による中間持株会社の設立を妨げるようなＮＴＴ法及び電気通信事業法によ

る直接的な規定がないとする総務省の判断（２（中間持株会社の設立）(2)参照）について

は、法の規定そのものを見る限りでは妥当である。 

また、中間持株会社を設立したとしても、ＮＴＴコミュニケーションズに対するＮＴＴ持

                                                       
ＮＴＴグループ経営陣と総務省幹部等との会⾷の結果、ＮＴＴドコモの完全⼦会社化などについて、⾏政の判断
がゆがめられたという事実も確認されなかったとされている。 
102 公正競争確保の在り⽅に関する検討会議の報告書案（2（ＮＴＴドコモの完全⼦会社化）(14)参照）には、今
後、ＮＴＴドコモとの間でも禁⽌することが盛り込まれている。 
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株やＮＴＴ東西との繋がりが強化されるものではないため、ＮＴＴ法の趣旨やＮＴＴの再編

成の趣旨に反するものと言えず、公正競争を確保するための規律を強化する必要があるわけ

でもないことから、総務省の判断に問題は認められない。 

 

(2) 中間持株会社の設立に関連する政策に対するＮＴＴ持株との間の会食の影響については、 

・ 総務省職員との会食の場において、中間持株会社の設立について話題になった事実は確

認できないこと 

・ 中間持株会社の設立と関係法令の関係やＮＴＴの再編成の趣旨に照らした検討につい

ては、(1)のとおり、総務省の対応に違和感はないこと 

から、影響があったとは認められない。 

 

（ＮＴＴドコモの完全子会社化） 

   

(1) ＮＴＴ持株によるＮＴＴドコモの完全子会社化を妨げるようなＮＴＴ法による直接的な

規律がないとする総務省の判断（２（ＮＴＴドコモの完全子会社化）(6)参照）については、

法の規定そのものを見る限りでは妥当である。 

一方、ＮＴＴ法の趣旨に照らして適切かどうかという点については、議論の余地があり、

例えば、同法第１条が移動体通信業務と一体となって東西の電気通信役務の提供を確保する

ことを目的としているとは言い難いとの議論もあり得る。 

しかし、これまでもＮＴＴ持株はＮＴＴドコモの相当数の株を保有しており、また、それ

を同法は附帯業務（第２条第１項第４号）として少なくとも許容してきたと考えられるため、

完全子会社化が、同法の趣旨に照らして不適切とは言い難く、総務省の判断に問題があると

は言えない。 

 

(2) ＮＴＴ持株によるＮＴＴドコモの完全子会社化を妨げるような電気通信事業法上の直接

的な規律はないとする総務省の判断（２（ＮＴＴドコモの完全子会社化）(6)参照）につい

ては、確かに、現行法やそれ以下の規定そのものを見る限りでは妥当である。 

しかし、ボトルネック設備を有するＮＴＴ東西とＮＴＴドコモとの繋がりが強くなるこ

とに対する懸念等があったため、この点について、総務省は、株式公開買付成立後速やか

に検討の場（公正競争確保の在り方に関する検討会議）を設け、競争事業者等の意見も踏

まえた上で必要な規律等の検討を行ってきたところであり（２（ＮＴＴドコモの完全子会

社化）(12)、(13)参照）、これを踏まえれば、総務省の対応に問題があるとは言えない。 

 

(3) 総務省として、環境変化等に応じて、ＮＴＴドコモの出資比率の引下げを定めた平成４年

（1992年）の公正有効競争条件（１(4)参照）を見直すこととしたことについては（２（Ｎ

ＴＴドコモの完全子会社化）(6)参照）、確かに、現在では、ＮＴＴグループ以外の事業者

の売上高も一定程度伸びてきており、ＮＴＴグループの総合的事業能力の優位性は当時ほ
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ど問題とはならないとも言える。 

一方、相対的に下がってきているとは言えグループ全体としての売上高は他を大きく上回

っており、ＮＴＴ東西が独占的インフラを有しているなど現在のシェアや売上高の数字以上

のインパクトを有していると見ることもでき、その変化はＮＴＴグループの関係強化を容認

する方向には必ずしも行っていないとの見解もあり得る。また、平成30年（2018年）の中間

持株会社の妥当性の検討において、独占的な事業である地域通信事業と競争的な事業を分離

し、公正な競争を確保するとする平成11年（1999年）のＮＴＴの再編成の趣旨に照らした判

断が行われているので（２（中間持株会社の設立）(2)参照）、ＮＴＴドコモの完全子会社

化についても、その趣旨に照らした判断を行うべきであるとも考えられる。 

しかし、競争的な事業の出資比率の引下げや、独占的な事業と競争的な事業の分離を行わ

ない場合でも、電気通信事業法の規定や既存の接続規制・卸役務等のルールによる行為規制

が十分機能するのであれば、公正な競争を確保することが可能であるという判断は、あり得

るものであり、その意味で、出資比率の引下げといった従来の条件を見直す一方、公正競争

確保の在り方に関する検討会議で行為規制の見直し等の検討を行うこととした総務省の判

断に問題があるとは言えない103。 

ただ、あえて付言すれば、総務省の判断の妥当性は、公正競争確保の在り方に関する検討

会議の報告書にも盛り込まれているが、今後、見直されたものを含む行為規制が、確実に機

能しているかどうかの事後的な検証を確実に行うことによって担保されることとなる。この

ため、総務省には、例えば、ＮＴＴグループはもとより他の事業者からも、従来以上に客観

的なデータを取得して検証を行うなど、実効ある取組を求めたい。 

 

(4) また、ＮＴＴドコモの完全子会社化について、ＮＴＴドコモの携帯電話料金の値下げを行

う代償として、総務省が認めたという指摘もあるが、 

・ 総務省及びＮＴＴ持株からのヒアリングや提出資料等で、両者が関係しているという事

実は確認できないこと 

・ 上記のとおり、完全子会社化を認めた総務省の判断には、違和感は認められないこと 

・ 携帯電話料金の値下げと関連しているのであれば、社会的により大きな値下げを求めら

れていた平成30年（2018年）当時に、完全子会社化の検討を行うのが自然であるが104、当

時の資料からは具体的な検討を行った事実は確認できないこと（第２の２(3)、(4)参照） 

から、そのような関係を認めることは困難である。 

 

(5) ＮＴＴドコモの完全子会社化に関連する政策に対するＮＴＴ持株との間の会食の影響に

ついては、 

                                                       
103 中間持株会社についての総務省の判断の際には、そこまでの判断は求められなかったということもできる。 
104 当時、ＮＴＴ持株（役員）甲⽒の念頭に完全⼦会社化が案としてあったのであれば、尚更である（２(ＮＴＴ
ドコモの完全⼦会社化) (1)参照）。 
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・ 総務省職員との会食の場において、ＮＴＴドコモの完全子会社化について話題になった

事実は確認できないこと 

・ ＮＴＴドコモの完全子会社化と関係法令の関係や、行為規制の強化については、(1)～

(3)のとおり、総務省の対応に違和感や問題は認められないこと 

・ 公正競争確保の在り方に関する検討会議においても、ＮＴＴ持株の主張に偏った運用に

はなっていないこと（２（ＮＴＴドコモの完全子会社化）(13)参照） 

から、影響があったとは認められない。 
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第４ ＮＴＴグループとの会食について 

 

第２及び第３のとおり、総務省職員とＮＴＴグループとの間の会食が、ＮＴＴドコモの携帯

電話料金の低廉化、中間持株会社の設立及びＮＴＴドコモの完全子会社化についての総務省

の対応に影響したといった事実は確認できなかったが、そうであれば、どのような目的でそれ

らが行われ、なぜ、何度も行われたのかという疑問が残るところであり、これだけでは問題が

解明できたとは言い難い。 

個々の会食に関する記録は十分に残っていないが、総務省における国民からの信頼回復の

取組に資するためにも、残された資料から、ＮＴＴグループとの会食とは何であったのか、こ

こで改めて、推論も含めつつ、委員会としての見解を示すこととしたい。 

 

１ 会食について注視すべき事実 

 

(1) 平成28年（2016年）７月から令和２年（2020年）12月までの間の総務省の職員とＮＴ

Ｔグループとの会食（24件）のうち、14件が、総務省の人事異動の時期（６月から９月）

に開催されている。このほか、ＮＴＴ側の異動を機に実施されたものが１件ある105。 

異動の時期に開催されているものについて詳しく見ると、例えば、総務省の課長級職員に

着目すると、前任者が人事異動の時期に会食を行っているが、後任者も同様の時期に同様の

相手と会食を行っているものが４件認められる。 

 

(2) また、会食に参加した総務省職員の役職とＮＴＴグループ側の参加者のそれぞれについ

て、段階が最も高い役職を見ると、総務省の課長級が参加した会食（14 件）ではＮＴＴ持

株の部長級等が参加しており、総務省の部長・審議官級が参加した会食（４件）ではＮＴＴ

持株の副社長級等が参加しており、総務省の局長級・次官級が参加した会食（６件）ではＮ

ＴＴ持株の社長級等が参加しているなど、役職段階に応じて会食が開催されていることが

認められる。 

 

(3) 当時会食に参加した総務省職員からは、会食では、携帯電話市場の動向のほか、グローバ

ルな情報通信市場の現況・見通し、サイバーセキュリティや海外の技術動向、５Ｇの技術動

向、スタートアップ企業の動向や雇用制度などといった内外の経済や技術の幅広い話が話

題になったとしている。 

 

(4) また、会食に参加した総務省の職員からは、相手方には会費制の割り勘でと伝えていた、

利害関係者であるので国家公務員倫理法の適用を受けるということで割り勘にしてもらわ

                                                       
105 NTT グループの特別委員会による調査報告書 P17 参照 
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ないと困ると伝えていたといった説明もあったものの、割り勘であれば問題ないとの認識

であった、相手方から提示された金額を支払い、割り勘のつもりであった、国家公務員倫理

法等の内容を十分理解していなかった、事業者との会食に対する認識が甘かった、許認可行

政が初めてで、事業者との付き合い方をよく理解しないまま参加してしまったといった説

明が多かった。 

 

(5) 総務省職員による支払いが全くないもの（４件）、総務省職員が支払っているものの応分

の負担からすれば１万円以上不足しているもの（４件）について見ると、総務省側の出席者

は基本的には１～２人106であった。 

 

２ 会食についての評価 

 

(1) 会食は、人事異動の時期を中心に、参加者の役職段階を合わせるようにして開催されてい

ること、当該職員の前任の着任時にも同様の会食が開催されていることを踏まえると、会食

は、ＮＴＴグループと総務省との間における何らかの当面の課題等に対応する形で行われ

たというよりはむしろ、ＮＴＴグループにとって、今後新たにカウンターパートとなる総務

省の職員との顔合せを行い、以後の業務を円滑に進めるために行われたものであると考え

るべきである。 

 

(2) これは、このように役職段階に応じてシステマティックに行われていることや、前任の着

任時にも同様の会食が行われていること、同一官職在任中に参加する回数は１回の場合が

多いことなどを踏まえると、平成28年（2016年）より前の会食の記録は残っていないもの

の、多くの会食は、個々の会食に参加したＮＴＴグループの者個人の発案でアドホックに開

催されたもの、特定の総務省の職員との関係を形成し、維持していくためのもの、あるいは、

業務上の要望をするために開催されたものというよりはむしろ、当面の仕事のカウンター

パートと広く顔合せ、顔つなぎをするためのものであり、長年の慣行として行われてきた可

能性もあると考えられる。 

  

(3) また、ＮＴＴグループは、ＮＴＴ法や電気通信事業法によって特別の規制がかかっている

業務等を抱えているが、それのみならず、他の事業者と同様の取扱いとなっている業務等に

ついても、総務省の定める指針やガイドラインへの抵触の有無等について、慎重に事前相談

等を行ってきている（第２の２(3)、(4)、(6)、第３の２（中間持株会社の設立）(1)、(2)、

第３の２(ＮＴＴドコモの完全子会社化) (3)～(6)等参照）。これらは、それ自体に問題があ

るわけではないが、その背景として、ＮＴＴ法に基づきＮＴＴ持株及びＮＴＴ東西が特殊会

社とされていることにより、グループの活動が法令や指針等に抵触しないようにしなけれ

                                                       
106 総務省側の参加者が３⼈の会⾷が１件⾒られた。 
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ばならないという意識が他社に比べて高まっている可能性や、さらには、ＮＴＴグループが、

グループ内では、法令上の具体の規定の有無にかかわらず、総務省から幅広く指導を受け得

る立場にあると認識されている可能性があり、それらが結果として、人事異動のたびに総務

省の職員との顔合せ等の場を作り、事前相談等を円滑に進めようとする慣行の継続につな

がっている可能性もある。 

 

(4) 一方、総務省の職員にとっても、他の事業者の場合とは異なり、カウンターパートとなる

職位にあるＮＴＴグループの者について、人事異動の当初から、人となりを知ることができ

ることは、ＮＴＴグループに直接関連する業務を円滑に遂行する上で都合がよかったもの

と考えられる。そして、それにとどまらず、会食の場で時間をとって、巨大企業であり、か

つ、ボトルネック設備を有するＮＴＴグループの考え方を把握することが、今後の日本の通

信事業の将来像を描くといった一般政策の企画立案上も有意義であると認識されたものと

考えられる。その結果、同グループとの会食における意見交換が、業務遂行上必要なもので

あると正当化され、あるいは、自然なものであると受け止められるような空気が醸成され、

規制対象事業者と会食を行うことが対外的にどのように見られるかといった点についての

国家公務員としての職業倫理意識（コンプライアンス意識）が弱まっていたものと推定され

る。 

 

(5) また、総務省職員に、国家公務員倫理法令に関する理解・認識や法令遵守意識が欠けてい

たことに加え、参加者が少人数であったため、ＮＴＴグループが負担しても職場では知られ

そうになかったといった会食の状況が、総務省職員による国家公務員倫理法違反の会食を

助長したものと考えられる。 

 

(6) どのような事情があったとしても、関係事業者との会食である以上、異動の際の顔合せの

会食といった言わば古い仕事のやり方ともいうべき誘いに軽々に乗り、国民や他の事業者

の目を忘れ、ＮＴＴグループとの以後の仕事を円滑にするための関係の構築に気を取られ

てしまっていたという事実は、単なる法令の知識や意識の欠如で済ませるべき話ではない。 

総務省は、関係事業者との関係についての職員の意識を改めるとともに、そのことを国民

や事業者に伝え、理解と信頼を回復しなければならない。 
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第４部 情報通信行政に対する国民の信頼の回復 

 

第１ 基本的考え方 

 

総務省幹部職員等による国家公務員倫理法に抵触する会食等により、行政がゆがめられたの

ではないかとの疑念が生じるなど、情報通信行政に対する国民の信頼は大きく損なわれた。その

回復は、総務省が、誰かに言われたことを行うことで実現されるものではなく、自らの責任と意

思の下で、主体的に方策を検討し、実施していくことでしか実現できない。 

そういった観点からは、既に、令和３年（2021 年）７月１日から、総務省の独自ルールとし

て、課ごとに職員の利害関係者一覧を作成すること、利害関係者との会食全てについて事前に届

出を行うことや、事後に適切な自己負担をしたことを証明できる資料の作成・提出の義務付けが

課されており、こういった取組が始まっていることについては、評価をしたい。＜参考 29＞ま

た、今般の会食等の事案への対応にとどまるものではないが、同年９月３日には、若手職員を中

心に構成された情報通信行政若手改革提案チームから、情報通信行政の改革に向けた提言107も公

表されたところである。 

もっとも、これまでの総務省の職員に対するヒアリング等では、会食の事実等を自ら申告しな

かったことは論外としても、職員が、今回の事案を単なる国家公務員倫理法令に対する認識不足

という問題に矮小化しているのではないかと感じられることもしばしばであった。また、秘書課

アンケート（第１部３(3) 参照）＜参考６＞では、どういった行為が国家公務員倫理法等に反す

るかを理解しているかという質問に対して、「そう思う」、「ややそう思う」と回答した職員が、

情報通信部門の職員の約93％、管理職では約95％であった。 

これらを考え合わせると、多くの職員にとって、今回の事案は、一部の国家公務員倫理法令に

ついての認識が甘い者や不勉強な者によるものであるとして、他人事のように受け止められ、総

務省全体として問題意識を共有できていないのではないかという懸念が生ずるところであり、

そうだとすると、このままでは、いかなる立派な取組を行ったとしても、十分な効果を上げるこ

とができないのではないかと危惧する。総務省の独自ルールの追加についても、ともすればその

ルールの字面や手続に意識が集中して、「それさえ守ればよい」という狭義の法令遵守に満足し、

ルールの本質にまで考えが及ばないといった想像力の欠如を助長する懸念もある。 

このため、当委員会としては、本報告書の最後に、今回の事案に対する総務省の対応が表面的

なものとなることを防ぐとともに、職員の国家公務員としての職業倫理意識（コンプライアンス

意識）を高め、今後の信頼回復の取組を実効あるものとするための五つの指針を示すこととす

る。情報通信部門の中でも、部局の性質に応じて取り組むべきという考え方もあり得るが、秘書

                                                       
107 「情報通信⾏政に対する若⼿からの提⾔〜総務省 2.0 に向けたロードマップ〜」（総務省情報通信⾏政若⼿改
⾰提案チーム令和３年９⽉３⽇公表）には、「情報流通・横断分野」、「通信・電波」、「郵政」、「技術・国際」、「放
送」、「組織⾵⼟・働き⽅」の６分野について、競争的かつ透明な電波割当ての実現といった具体的な施策に関わ
るものから、省内の体制強化や働く環境の改善まで、幅広い提⾔が盛り込まれている。 
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課アンケートを見る限り、情報通信部門の部局間で、職員の意識の差はあまり見られないのが実

情であり、また、今後、人事異動があることを考えると、以下の指針は、各部局共通の指針とす

べきものと考える。 

繰り返しになるが、総務省は、これに単に従えばよいということではない。これを基に、一丸

となって、どうすれば、信頼回復を図っていくことができるか、そしてどうすればそのための方

策を浸透させていくことができるか、自ら模索し、実行していくことが必要である。 

なお、第４部の検討に当たっては、秘書課アンケートの結果を活用した。総務省においては、

今後の取組に当たって、当該アンケートの継続調査を行って定点観測を行うことや、若手の離職

が問題視されている中、アンケートにおける若手の声に的確に対応していくことも期待される。 
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第２ 情報通信行政に対する国民の信頼回復のための指針 

 

総務省は、国会等の場において、情報通信行政について、政策と規制を一体的な体制の下で推

進していくことが不可欠であると主張する。しかし、そのような体制で行政を進める必要がある

のであれば、事業者や国民の不信を招くことのないよう、単なる政策立案部門や単なる規制部門

以上に、行政の信頼確保に一層意を尽くすことが不可欠であると考える。 

そういった観点から、委員会として、今回の検証によって知り得た情報から取りまとめた情報

通信行政に対する国民の信頼回復のための指針を、以下に掲げる。 

 

１ 職員自らの説明責任の自覚 

 

当委員会が繰り返し述べてきたとおり、行政プロセスは、本来的に透明性や公平性が確保さ

れるべきものであり、その説明責任は、行政当局にある。令和３年（2021年）６月４日に検証

結果を公表した外資規制違反に係る総務省の対応の検証の際には（第２部第１参照）、ヒアリ

ング対象者の多くから、過去の経緯について、「覚えていない」との発言が繰り返されたが、

こうした説明を今後も続けるようでは、国民の信頼の回復などできない。 

衛星放送行政のように、個々の政策が、個別の規制を通じて事業者、新規参入者の行動や経

営に大きく影響する行政はもとより、時々の市場の状況に応じて、政策の方向と連動させつつ、

弾力的な行政指導を行ってきている移動体通信行政等においても、行政が、特定の事業者の意

に左右されず、中立・公正に行われていることを、総務省は、全ての事業者に、そして国民に

対して説明できなければならない。 

確かに、国の行政機関が作成・保存しておくべき文書については、公文書等の管理に関する

法律（平成21年法律第66号）及び「行政文書の管理に関するガイドライン」（平成23年４月

１日内閣総理大臣決定）に定められており、これに基づいて、政策立案や事務及び事業の実施

の方針に影響を及ぼす打合せ等の記録を作成するものとされている108。しかし、先にも述べた

とおり、信頼確保が不可欠であり、高い説明責任を求められる情報通信行政においては、必要

な体制や人員を確保して、こういった行政文書を組織として確実に作成・保存するのみならず、

仕事を進めていく上で、「行政がゆがめられたのではないか」との疑念が後々生じる可能性が

あるもの等については、中立・公正な事務の実施を常に説明することができるよう、職員自ら

                                                       
108 例えば、電⼦メールについては、意思決定過程や事務及び事業の実績の合理的な跡付けや検証に必要となる⾏
政⽂書に該当する電⼦メールについては、保存責任者を明確にする観点から、原則として作成者⼜は第⼀取得者
が速やかに保存等を⾏うものとし、保存⽅法の具体例として以下のものが挙げられている。 
① ⻑期保存の観点から、電⼦メールを国際標準化機構（ＩＳＯ）が制定している⻑期保存フォーマットの国際標
準等により共有フォルダ等へ保存する。 
② 紙⽂書として印刷した上で、紙媒体の⾏政⽂書ファイルへ編てつする。 
③ 編集して再送するもの等利⽤頻度が⾼いものについては、電⼦メール形式を維持したまま共有フォルダへ保
存する。 
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も記録を残しておくべきである。 

これは、事業者等との会食があった場合についても同様であり、事業者等との夜の会食は、

国民や他の事業者等から疑いの目が向けられる可能性があることを常に意識して、その必要

性を厳格に判断することはもちろん、参加をするのであれば、事務の中立・公正を損なってい

ないことを十分に説明できるようにしておかなければならない。 

そして、今後、仮に再び、各方面から疑念が向けられるようなことがあった場合には、そう

いった記録に基づいて、一人一人が説明責任を果たし、疑念を解消していくことが、情報通信

行政全体の信頼維持につながるのである。今回の経験にもかかわらず、そのような際に総務省

職員が、再び、資料がない、記憶にないと繰り返し、説明責任を果たすことができないのであ

れば、説明がなされなかったとして厳しい判断が下される可能性が十分にあるということを、

一人一人が十分自覚すべきである。 

また、こういった職員の自覚を促す意味においても、個人の意識改革だけに頼るのではなく、

例えば、種々の情報を個々の職員の手を介さずに組織として収集・記録・保存するなど、組織

としての対応も検討すべきである。今回の検証では、事業者から当委員会に提出された総務省

アドレスからのメールが、総務省側では保存されていなかったケースがあったが、委員からは、

民間企業では、企業のシステムを用いた全てのメールのやり取りや入退館情報等を自動的か

つ一定期間保存して問題事案発生時の検証等限定的用途に用いることを可能としている場合

があり、総務省においても、情報漏洩のリスクやプライバシー保護等の課題を整理した上で、

今回の事案を機に、上記の職員による記録の保存の負担を軽減するとともに不適切な記録の

削除を防ぐために民間に準じた情報管理システムを導入し、これを活用した危機管理の検討

に踏み出すべきとの強い指摘があった。 

 

２ 重要な政策決定等の組織としての適切な記録と透明化 

 

第２部及び第３部で述べたとおり、第２期未来像ＷＧの結論や総務省のＮＴＴドコモの完

全子会社化に対する対応などにおいて、総務省が従来からの方針とは異なる方針を打ち出し

たことについては、不自然な点は確認できず、会食等の影響も確認できなかった。しかし、総

務省における方針の見直し等の検討過程を直接かつ的確に説明する記録等は確認できず、当

委員会としては、残されていた様々な資料から得られた事実をモザイクのように組み合わせ

て確認をしたというのが実情であった。残されていた資料は、前述の公文書等の管理に関する

法律や行政文書の管理に関するガイドラインに反しているとまでは言えなかったが、方針の

変更などの重要な政策決定等については、組織として、より一層、適切な記録を残すようにす

ることで、今後同種の事案が発生した際の国民の疑念の払拭に供するべきである。 

このため、総務省は、例えば、毎年の行政文書の管理状況の点検において、特定の方針変更

事案等を選定して、それに関する文書の作成や共有が適切になされているかを確認し、不十分

であれば、これを補うとともに、どのようなタイミングで誰が文書を作成し、共有すべきであ

ったかを明らかにして、今後の文書管理に役立てるといった工夫を行うことが望まれる。未来
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像ＷＧについての当委員会のヒアリングにおいて、客観的には政策変更であったと言える場

合でも、当該政策変更の前後での大幅な人事異動の結果、政策変更であったという職員の意識

が薄くなったということが確認された。こういったことを避けるためにも定期的な点検を活

用することを検討すべきである。 

さらに、方針の変更などの重要な政策決定等については、それを記録に残すのみならず、適

切に周知することが重要である。総務省が、これまで、政策や方針変更等を十分に周知等して

こなかったことが、国民や事業者の疑心暗鬼や、会食を含めた事業者による総務省に対する

情報収集活動の一因となっていると考える。例えば、ＮＴＴドコモの完全子会社化について、

ＮＴＴ持株による出資比率の引下げが公正競争を確保する上で政策目標ではなくなっていた

のであれば、そういった方針転換を、規制改革の計画に盛り込まれなくなった平成24年（2012

年）当時から明らかにし、必要に応じて議論を尽くしていれば、今回のように関係各社から大

きな方針転換と受け止められ、「行政がゆがめられたのではないか」との疑念を持たれること

はなかったのではないか。総務省は、方針変更等について、記録を残すのと併せて、国民や事

業者に対して、必要な情報提供、周知に努めていく必要がある。 

 

３ 組織のミッションの明確化と風通しのよい組織風土作り 

 

どのような業務であっても、それを運営していく際には、何らかのリスクに直面することは

不可避である。重要なのは、そのような際に組織の一人一人が、単に業務の推進や技術的側面

のみにとらわれるのではなく、当該業務の全てのステークホルダーとその期待を認識し、組織

のミッションに沿って的確に行動していくことができることである。しかし、秘書課アンケー

トを見る限り、「今の職場では、組織のミッションやビジョンが明確であり、それが共有され

ている」という質問に対して、「そう思う」、「ややそう思う」と答えた者の割合は、半分を下

回っているのが現状のようである。＜参考６＞ 

当委員会は、平成29年（2017年）10月の東北新社から株式会社東北新社メディアサービス

へのＢＳ左旋帯域における４Ｋ放送事業の承継において、総務省が、東北新社の外資規制違反

を認識していた可能性が高いが、当該事業の認定を取り消すための対応を行わなかったこと

について、ＢＳ左旋帯域における４Ｋ・８Ｋ放送の推進が思うように進まない中、東北新社に

外資規制違反があったことをもって当該事業の認定を取り消すことに躊躇したと考えた。こ

ういった点に、目先の個別の政策の推進に目を奪われ、組織のミッションの認識ができていな

かったことがうかがえる。また、特定の事業者との間で、国家公務員倫理法令に触れる多くの

会食が行われ、繰り返されたのも、他の事業者や国民というステークホルダーを忘れ、目先の

情報収集や顔合せ・業務の円滑化に目をとられた結果にほかならない。 

総務省は、今回の「行政がゆがめられたのではないか」との疑念が国民に生じたという問題

を風化させることなく、情報通信行政のミッションを整理・策定し、一人一人がそれに沿って

自らを律してリスクに対応することができるようにしなければならない。 

そして、そのような一人一人の対応を可能とする上では、職場風土が重要となる。秘書課ア
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ンケートでは、「今の職場では、役職にかかわらず、職員が自由に意見を言うことができる」

という質問に対して、「そう思う」、「ややそう思う」と答えた者の割合は７割で、役職別に見

ると、課長補佐級及び管理職では８割を超えるのに対し、係員級及び係長級では２／３程度に

とどまっている。また、これまでのキャリアの中でモチベーションが下がる瞬間があると答え

た者の半数近くは、その要因として、「残業が多い／忙しい／休みがない」といったことだけ

でなく、「上司、部下等との人間関係に問題がある」や「職場で問題事案や理不尽なことがあ

った」と答えている。＜参考６＞ 

これらの結果は、必ずしも、職員の上司に問題があるという訳ではないかもしれないが、職

員一人一人が、組織のミッションに沿って行動しようとしても、上司がそれを理由なく押さえ

込むようなことがあっては、それもままならない。また、万一、上司が組織のミッションを見

失い、目先の業務目標にとらわれた対応をしてしまいそうになったとしても、部下職員がそれ

に対して声を上げられるような組織となっていなければならない。総務省は、組織のミッショ

ンの明確化と併せて、風通しのよい、自由に意見ができる職場風土の確立に取り組む必要があ

る。 

 

４ マネジメント体制の構築と仕事の属人化の排除 

 

総務省職員からのヒアリングでは、その仕事は部下に任せていて自分は分からないといっ

た回答がしばしばあった。逆に、その仕事は課長しか分からないといった回答も耳にした。ま

た、それは隣のラインの仕事だったので自分は知らないという回答があったので、隣のライン

にいた者にヒアリングをしたところ、それは自分の仕事ではないと言われたケースもあった。

前任の話なので引き継がれていないという回答も少なくなかった。しかし、このような業務の

縦割り・横割りが激しい状況では、仮に問題事案があっても、その早期発見どころか、そもそ

も発見ができず、一貫性・連続性を持った責任ある行政の遂行も困難となる。 

これは、規律確保の面でも現れており、秘書課アンケートでは、｢今の職場では、関係者と

の情報交換の在り方や適切な距離の取り方、関係者間のバランス等について、管理や指導が徹

底されている｣という質問に対して、「そう思う」、「ややそう思う」と回答した者の割合は半分

を下回り、個人任せとなっている場合が少なくないことがうかがえる。＜参考６＞また、ヒア

リングにおいて、部下職員が事業者と会食することはプライベートなことであると回答した

管理職や、自分は倫理担当ではないと言った管理職もいたところである。 

しかし、仕事の属人化を避け、チームとして仕事を行うこと、チームの中では互いに仕事の

見える化を行うこと、そして、チームのマネジメントの地位にある者が、チーム各部の業務の

状況等の把握を行うこと、さらに、前体制からの引き継ぎを十分に行い、在任者ではなく、組

織として責任を負うことができるようにすることが、業務の公正性・一貫性の確保や国民の信

頼の確保においては不可欠である。忙しすぎる、機微な情報であるなど、それらが難しい場合

があることは理解するが、「行政がゆがめられたのではないか」との疑念が国民に生じた今回

の事案を機に、体制や人員の確保、機微ではなくなった段階での事後的な情報共有などの工夫
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を含め、必要な対応を行うべきである。 

これは、事業者との会食についても同様であり、必要な情報収集や懇談を目的としているの

であれば、倫理関係法令等との関係で必要な手続を行うことはもちろん、会食を行うことや、

会食でどのような情報や意見があったかなどを、チームの中で共有することが、公正の確保や

国民の信頼の確保につながることを認識すべきである。 

 

５ 前例踏襲意識の打破 

 

情報通信行政の実務においては、特に意識をせずに、単に前例踏襲を繰り返しているものが

あり、今回、それらのいくつかが事案の一因となった。 

例えば、外資規制違反であったことが分からないような衛星基幹放送事業者の認定等の申

請書等について、申請書等から判断するという前例にとらわれ、申請書等では分からないとこ

ろを確認しなかったことが、結果的に、外資規制違反を見逃す結果となってしまったが、その

ように前例を無批判に踏襲するのではなく、前例を踏襲することの意味、影響を常に考え、不

断に見直しをすべきである。 

また、総務省は、事業者の経営に関する個別具体的な事項やデータについてあまり積極的に

踏み込まないという抑制的な姿勢をとってきたが、その結果、事業者との接触などを通じて得

られた体感や印象を重視することとなり、それが、会食を正当化する誘因の一つとなってきた

とも考えられる。今回の事案を機に、このような体感や印象に大きく頼るこれまでの前例にと

らわれず、事業者のデータ等で必要なものは、その協力を得て確保し、客観的な証拠と論理に

基づく意思決定をより重視していく方向へと転換していくことが望まれる。 

このような前例踏襲の見直しを検討する際には、先に述べたように、情報通信行政において

は、より一層、国民の信頼確保に意を尽くしていかなければならないとの認識に立って、昔か

ら行ってきていることであっても、それ自体としては必ずしも問題とは言えないことであっ

ても、他の事業者や国民から見て、どのように見られるおそれがあるかという観点も踏まえつ

つ、業務プロセスを見直すことが重要である。 

特に、事業者との会食については、仮に以前からの儀礼的なものであったとしても、国民や

他事業者からどのように見られるか、特定の事業者との会食が続くとどう受け止められるか

など、厳しく見直すべきである。また、前例に倣った硬直的な人事運用も、それを見越した事

業者との間の長い付き合いの一因となり、馴れ合い意識、ムラ意識の醸成にもつながる可能性

があり、工夫をすべきである。  
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第３ 方策の立案と確実な実施 

 

総務省は、第２に掲げた五つの指針を基礎として、第１で言及した総務省の独自ルールの運用

や情報通信行政若手改革提案チームの提言がより実効あるものとなるようにするためにも、国

民の信頼回復のために実施すべき具体的な方策を、自ら模索し、整理し、明確なスケジュールを

定めた上で実行すべきである。 

また、それらの方策を実行しつつ、国家公務員としての職業倫理意識（コンプライアンス意

識）の確保のためのＰＤＣＡを回していくことが重要である。このため、総務省は、その実施状

況を自ら把握し、更なる改善を行っていくことはもちろんであるが、これまでも行ってきている

働き方改革や業務改革の取組とも連動させて、外部の第三者の目を活用しつつ、その状況につい

て国民目線で評価し、改善を行い、その結果を国民に逐次、丁寧に示していくことを求める。 
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おわりに 

 

 総務省が、今後、国民の信頼を回復していく道のりは決して平坦なものではない。国家公務員

倫理法に抵触する多くの会食を重ねるのみならず、それらの会食が行政をゆがめていなかったこ

とを証明する記録や資料も十分に残していなかったことにより失ってしまった信頼を回復するた

めには、強い覚悟をもって取り組む必要がある。 

 

 その上で、当委員会としては、本報告書の結びとして、秘書課アンケートでは、「総務省で働い

ていることに誇りを持っている」という質問に対して、およそ７割の職員が「そう思う」、「ややそ

う思う」と回答し、「総務省には、尊敬（信頼）できる上司や同僚がいる」という質問に対して、

およそ８割の職員が「そう思う」、「ややそう思う」と回答していることを指摘したい。 

 

今回、総務省の幹部等による会食等が明らかになり、そして、それによって行政がゆがめられ

たのではないかとの疑念を各方面に抱かせたことは、総務省に対する国民の信頼を大きく損なっ

た。総務省内でも、一連の幹部職員の行動が、若手を始めとする個々の職員の誇りを大きく傷つ

け、仕事に対するモチベーションを低下させるとともに、幹部に対する信用を失墜させたはずで

ある。しかし、多くの職員が、高い意識と誇りを持って総務省で働いているのである。 

 

今回の事案を踏まえた今後の業務の改善や信頼の回復を支えるのは、こういった職員にほかな

らない。当委員会としては、本報告書が、総務省の幹部やマネジメント部門が自ら振り返り、取組

を進めていく際に活用されるにとどまらず、前向きに日々の業務に取り組んでいる職員一人一人

の力となり、総務省の新生の一助となることを期待している。
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略語一覧 

＜政策・制度＞ 

① 「４Ｋ・８Ｋ」  ・・・超高精細度テレビジョン放送 

② 「ＢＳ左旋」       ・・・ＢＳ左旋放送 

③ 「ＢＳ右旋」       ・・・ＢＳ右旋放送 

④ 「ＣＳ左旋」       ・・・東経110度ＣＳ左旋放送 

⑤ 「ＳＤ」   ・・・標準テレビジョン放送 

⑥ 「ＨＤ」   ・・・高精細度テレビジョン放送（一の映像の符号化された映像信号の水平方向 

の輝度信号の画素数を1,440としているもの） 

⑦ 「フルＨＤ」      ・・・高精細度テレビジョン放送（一の映像の符号化された映像信号の水平方向 

の輝度信号の画素数を1,920としているもの） 

⑧ 「外資規制」   ・・・放送法第93条第１項第７号ニに規定する、外国法人等が有する議決権の 

               議決権総数に対する割合が５分の１以上を占める場合は、基幹放送業務 

に係る総務大臣の認定を受けることができないとする規制 

⑨ 「ＭＮＯ」       ・・・移動体通信事業者（電気通信役務としての移動通信サービスを提供する電

気通信事業を営む者であって、当該移動通信サービスに係る無線局を自ら

開設又は運用している者） 

⑩ 「ＭＶＮＯ」      ・・・仮想移動体通信事業者（ＭＮＯの提供する移動通信サービスを利用して、

又はＭＮＯと接続して、移動通信サービスを提供する電気通信事業者であ

って、当該移動通信サービスに係る無線局を自ら開設しておらず、かつ運

用していない者） 

⑪ 「ＳＩＭカード」    ・・・携帯電話等の電気通信役務を提供する電気通信事業者との間で当該役務の

提供を内容とする契約を締結している者を特定するための情報を記録した

電磁的記録媒体（Subscriber Identity Module Card） 

⑫ 「ＳＩＭロック」    ・・・特定のＳＩＭカードが差し込まれた場合にのみ動作するよう設定された移

動端末設備上の制限 

 

＜氏名＞ 

① 「衛星・地域放送課長Ａ」 ・・・当時の総務省情報流通行政局衛星・地域放送課長 

② 「総合通信基盤局長Ｂ」 ・・・当時の総務省総合通信基盤局長 

③ 「総合通信基盤局長Ｃ」 ・・・当時の総務省総合通信基盤局長（Ｂとは別の人物） 

④ 「電気通信事業部長Ｄ」 ・・・当時の総務省総合通信基盤局電気通信事業部長 

⑤ 「総務課長Ｅ」、「事業政策課長Ｅ」 ・・・当時の総務省総合通信基盤局総務課長、同局電気通信事業部事

業政策課長 

⑥ 「事業政策課長Ｆ」   ・・・当時の総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課長（Ｅとは別の人物） 

⑦ 「料金サービス課長Ｇ」 ・・・当時の総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サービス課長 

⑧ 「料金サービス課長Ｈ」、「事業政策課長Ｈ」 ・・・当時の総務省総合通信基盤局電気通信事業部料金サー

ビス課長（Ｇとは別の人物）、同部事業政策課長（Ｅ及びＦとは別の人物） 

⑨ 「（役員）α」    ・・・当時の東北新社シニアマネジメント 

⑩ 「（役員）甲」    ・・・当時のＮＴＴ持株代表取締役社長 

⑪ 「（役員）乙」    ・・・当時のＮＴＴ持株経営企画部門長 

⑫ 「（担当者）丙」  ・・・当時のＮＴＴ持株経営企画部門経営企画担当部長 
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⑬ 「（役員）丁」    ・・・当時のＮＴＴドコモ代表取締役社長 

⑭ 「（役員）戊」    ・・・当時のＮＴＴドコモ代表取締役副社長 
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